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第42回

久保田食品株式会社
代表取締役社長 武市 学 氏

（取引店：四国銀行南国支店）

高知県南国市に本社を置く久保田食品株式会社は、現取締役会長・久保田貢一氏が昭和34

（1959）年３月に創業し、アイスキャンデーの仕入れ卸販売を開始。その後、昭和55(1980)年、

自社製造販売へ移行した。当時は、大量生産の得意な大手メーカーの全盛時代、どうすれば小資

本でも生き残っていけるかを考えた。そこで、大手他社と商品コンセプトを明確に差別化し、

ローカルメーカーしかできない少量多品種生産のコンセプトを掲げ、また、原材料にもこだわり、

コストをかけ、高品質の商品を多数開発・販売するに至った。

当社は、昭和55(1980)年以来、高知県内を中心に自社物流でアイスクリームの販売を行ってき
たが、平成５(1993)年の四国自動車道の高知～高松間開通に伴い、香川県での販売開始以降、四
国全域へ販路を拡大、その後も販売エリアは拡大し、現在は、北海道から沖縄まで、全国1,000
を超える取扱店で、当社の製品は販売されている。
今回、その一端を担ってきた久保田食品株式会社の二代目社長である武市学氏に、当社の創業

からのあゆみや、経営上のこだわり、今後の事業展望等についてお話を伺った。



出発は卸売業

――創業はいつですか。

社長：昭和34（1959）年に現会長がアイスキャン
デーの仕入卸販売を始めました。
最初は地元のアイスクリーム製造業者から仕入

れを行い、５店舗ぐらいの小売店に販売していま
した。
小売店に魔法瓶のような容器を置かせてもらい、

その中にドライアイスを入れ、バイクで運んだア
イスキャンデーを補充する仕事を始めました。
溶ける前に配達するという時間との勝負など、

非常に苦労しましたが、徐々に要領も覚え、商売
らしくなってきました。
仕事を続けていくうちに、冷凍設備の技術も進

歩し、容量の大きい冷凍ショーケースが発売され
ました。それを利用して、業容を拡大するため
に、大手メーカーのアイスクリームを仕入れて販
売するようになりました。当初はバイクで配送し
ていましたが、このころから、オート３輪車で配
送するようになりました。

アイスクリーム製造業への転換

――アイスクリームの卸販売から製造への転換

のきっかけは何ですか。

社長：会長は、昭和46（1971）年に「自分が本当
に食べたいと思えるアイスクリームを作りたい」
という想いが強くなり、製造メーカーとしての久
保田食品をスタートしました。
美味しいものを作りたいと思う一方、全く作り

方がわからない状況であったため、機械メーカー
などに作り方を教えてもらうなど、会長の強い想
いでスタートしました。
最初のうちは、試行錯誤しました。作っては捨

て、作っては捨てということを繰り返し行いまし
た。

その後、ようやく今も商品として販売している
「白くまくんのアイスクリン」が第一号商品とし
て出来上がりました。昭和55（1980）年のことで
す。

――第一号商品開発後、どうなりましたか。

社長：久保田食品はブランド力がないため苦労し
ました。当時、高知県内のスーパーは、大手メー
カーの商品を売れば間違いないという雰囲気でし
た。
久保田食品にはブランド力はないが、間違いな

く美味しいという部分を前面に押し出した営業に
力を入れました。
その結果、地元有力量販店に味を評価してもら

うとともに、営業の熱意を受け止めてもらい、「白
くまくんのアイスクリン」を販売してもらうこと
になりました。
この有力量販店に納入することにより「当社で
も採用していいですよ」という申し出が徐々に拡
がり、高知県内のスーパー各社で、販売されるよ
うになりました。
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▲インタビュー風景
資料：当研究所撮影

溝渕南国支店長

当研究所 西本調査部長 武市学社長

▲当社第一号商品「白くまくんのアイスクリン」



――その後の商品開発について教えてください。

社長：さらに美味しいものを研究している時に、
高知県では豊富な果実が採れることから、生の果
実を使用し、果実本来の味を活かした美味しいア
イスクリームを作るという方向性が出ました。
その方向性に沿った形で、完成した商品が「苺

キャンデー」です。これが非常に満足できるもの
であったため、その後柚子、すももなどの果実の
キャンデーを作りました。
現在、商品として60種類以上の商品を販売して

います。
――アイスクリーム以外に中華饅頭も製造して

いますね。

社長：昭和57（1982）年から中華饅頭の製造を
行っています。これは閑散期である冬場を意識し
た商品です。夏場は人手が多く必要ですが、冬場
は逆に人手が余ってしまいますので、その対策と
して販売することになりました。

県外での事業拡大

――県外にはどうやって進出されましたか。

社長：当初、会長は半径50㎞の高知市を中心とし
た地区を商圏と考えていました。
アイスクリーム業界は装置産業で、一つの装置
を設置するためには、何億という資金が必要で
す。ですから、極力投資を抑えるために、半径
50㎞以内の地元で愛されれば良いという考え方で
した。
高速道路が完成したことで、四国全県への進出
を考えるようになりました。そうしている間に、
高知県以外の四国各県でも、美味しいと少しずつ
評判になり、取引の申し出を受けました。
各県で一社スーパーと契約できると、その売り
場を見た他社のバイヤーから問い合わせが来るよ
うになりました。まるで各県のスーパーの売り場
が当社のショールームのような形となり、徐々に
ですが、当社の商品を取り扱うスーパーが増加し
ていきました。
その過程で、評判が関西に広がりました。兵庫
県のスーパーから取引の申し出を受けたため、関
西圏を追加することになりました。
実際のところ、当社では、本格的に売り込みを
行うような営業活動は、ほとんど行っていませ
ん。「声が掛かって、初めて出ていく」という形
の商売です。どちらかというと、「認めてくれた
人に食べていただければ」という考え方です。
ですから急成長はしないけれども、美味しさが
浸透し、売上げを伸ばしてきました。
――どうやって首都圏へ進出したのですか。

社長：私は首都圏の出身で、会長の次女と結婚し
ました。全く別業種の前職を退職して、当社に入
社しました。
入社当初から、「これだけのアイス、人口の多
い首都圏に進出したら面白いのでは」という気持
ちがありました。
高知県の人口減少がどんどん進んでいくことは
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▲高知県産天日塩など、特選素材で製造した「中華饅頭」

▲高知市・デパート地下１階「中華饅頭」売り場の様子



わかっていました。そのため、地元のシェアが落
ちなくても、売上が下がっていきます。また、四
国の外に出て商売することが必要になっていくと
いう認識もありました。
私は後継者ですので、その観点から考えた場

合、「このままでも徐々に売れるけども、少し販
売促進活動を行えば、加速度的に商品が売れる」
という想いがありました。
売り込まなくても、認知してもらわなければ、

商売は広がりません。やはり人口の多い首都圏
で、認知してもらう必要があると思い、首都圏に
進出することとなりました。
高知県が産業振興計画のなかで地産外商を掲

げ、県外への県内産品の売り込みを強力に推進す
ることは、まさに首都圏に進出しようと考えてい
た私にとって、ドンピシャのタイミングでした。
そこで、四国銀行も協賛している東京ビッグサ

イトで開催するスーパーマーケットトレード
ショーに第一回目から参加しました。
トレードショーに参加するなかで、首都圏の

スーパーと出会い、取引が始まり、そこから取引
が広がっていきました。そのスーパーの売り場
が、四国のスーパーの売り場と同じように、当社
のショールームの役割を果たしてくれました。
売り込む必要はありませんが、「こんな良いも

のがありますよ」という認知活動を行うことが私
の仕事だと思っています。

大手メーカーとの差別化戦略

――大手の大量生産メーカー相手に全国展開す

ることは大変ではありませんか。

社長：大手メーカーと戦っているという意識はあ
りません。大量生産はできませんが、素材にこだ
わり、手間暇をかけた高品質の商品を提供すると
いう戦略で、大手メーカーとはコンセプトの差別
化をはかっています。
当社はニッチです。大手メーカーと同じことを

行っていれば、勝てません。大きくなる戦略でな
く、生き残る戦略です。

素材を活かすために

――商品の特徴やこだわりを教えてください。

社長：高知県ならではの太陽の恵みを豊かに受け
た果実の素材をそのまま活かし、出来る限り余計
な添加物は入れず、そのまま食べてもらうことを
重視しています。
柚子など、生の果実を自社で絞ります。この作
業はすべて手絞りで行います。出来る限り手絞り
にこだわっています。手絞りでは搾汁率は低いで
すが、エグ味が入りません。
機械で絞ってしまうと、皮や種の渋みまで一緒
に入ってしまいます。機械を使えば短時間で完成
しますが、当社では、もう一手間掛けるようにし
ています。
例えば、苺でも冷凍苺は使いません。冷凍苺は
風味が飛んでいます。旬の生苺を入荷後すぐにへ
た取り、洗浄などの下処理をすべて手作業で行い
ます。素材を傷めないため行っている手間の一つ
です。
アイスに使用する餡子も手作りで行っていま
す。十勝産小豆を100％使用し、昔ながらの方法
である釜炊きで作っています。本物志向で、美味
しさにつながる手間暇を惜しみません。
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▲写真左から果実素材「すもも」、「柚子」、「やまもも」



営業は回遊活動

――営業活動を行うときに重視していることは

何ですか。

社長：四国島外においては、当社の商品が１品、
２品採用されても、現場では大手メーカーの営業
力で、「地方のアイスは無くてもいいじゃないで
すか。うちのを入れましょうよ」と言われて、売
り場から排除されてしまいます。夏場は激しい競
合があります。ハーゲンダッツのような専用の
コーナーがないと厳しいので、コーナーを作って
もらえる小売店（量販店）と取引することになり
ます。
大手メーカーは問屋に任せる部分が多いのです

が、当社は小売店（量販店）の一定の権限を持つ
人と会って、商品の良さを理解してもらい、気に
入ってもらえる先と繋がりを持ち、その後取引窓
口として問屋を紹介してもらうようにしていま
す。そうすることで、商品ごとの売れる理由、売
れない理由を直接聞け、原因を明確にすることが
できます。
また、採用してもらった小売店（量販店）と同

じエリアのライバル店には、できる限り、取引し
ないよう配慮しています。
こういうことを地道に行うことで、継続的に長

いお付き合いをしています。
四国島外の営業は、ベテラン営業部長と私が主

に行ってきました。当社の営業スタイルは、「商
品を売り込むのではなくて、回遊活動を行うこ
と」です。
言い換えれば、当社の商品を認知してもらう活
動です。売り込む思いが強いと、先方の条件をク
リアしなければならず、逆に先方が認知の結果、
気に入ってくれると、当社の条件にて取引しても
らえることが多いです。このような営業活動を積
み重ねていきたいと思っています。

――新工場建設の計画があると聞きましたが。

社長：私は前職から、ずっと営業を行ってきまし
たが、東北の東日本大震災を見て、考え方が変わ
りました。
将来の南海地震が想定されるなか、当社の工場
は大丈夫だろうかという不安が頭をよぎりまし
た。
働く従業員はどうなるのかという想いから、営
業を止めました。営業は後任に任せることにし
て、自分は経営のことを考え始めました。
ちょうどその時、南国支店の支店長が、絶妙の
タイミングで、四銀経営塾の話を持ってきてくれ
ましたので、二期生として入りました。そこで経
営を勉強して、ものの考え方などを学びました。
現在の工場では、手狭になり、老朽化が進んだ
ほか、災害時の事業継続の観点から、新工場を建
設することになりました。需要に見合う生産量の
確保が厳しくなってきたことも要因です。
衛生面を強化し、国際認証を取得し、海外販売
などの波に乗る必要もあります。
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▲工場内での手作業による製造の様子

▲自社トラック便＜関西便＞



場所については、本社工場の近隣で、来年３月
に完成予定です。やはりこの場所で生まれ育った
会社ですから、これで良かったと思います。

――高知県は産業振興計画のなかで、地産外商

の観点から、県内の優れた製品の海外輸出を

推奨していますが、輸出は考えていますか。

社長：話はありますが、これから検討するところ
です。よく調べてみると、海外は結構ハードルが
高いと思います。
ただし、これから成長が期待できる分野として

は、面白いと思います。
それ以上に、全国ではまだ認知度が低いため、

営業活動を活発に行い、認知度を高めていきたい
と考えています。
「当社の商品を知っていて、選ばないというこ

とであれば、それはそれで良いのですが、知らな
いのであれば、知ってもらうための活動を行う」
ことが大切と思います。

商品の認知の向上

――オンラインショップでの販売にも力を入れ

ていますね。

社長：まだまだ売上げというレベルまでは到達し
ていませんが、今後、より一層強化していく予定
です。
当社の商品を扱っている店舗がない地域など、
お客様とのつながりが不十分と感じていますの
で、ホームページの見せ方も含めたＳＮＳのコン
サルタントの業者に依頼し、来年、再来年に向け
ての仕掛けを検討します。フォロワーの多い人に
つぶやいてもらう方法など、色々な方法を試して
みたいと思います。ＳＮＳ分野の強化について
も、全国で当社の商品を知ってもらうための認知
活動です。
直接お客様とつながることは、新鮮な商品を届
けることができます。特に当社は無添加商品です
から、劣化のスピードが他社の商品より早くなり
ます。当社の冷凍管理の良い商品をお客様に直接
届ける方向にも力を入れていきます
――社長のこだわりや想いを教えてください。

社長：私は任せるところは各個人に任せていま
す。一人の頭で考えるより、みんなの頭で考えた
方が良いと思っています。
社長の指示を待つのでなく、自分だったらどう
するかを考える癖を付けることの大切さを長い間
言い続けています。
社員から「どうしましょう」と聞いてこられた
ら、「自分だったらどうする」とオウム返しで質
問します。頭の数が多い方が良い知恵が出ます。
意見が違っていても、その方が良い結果が出るこ
ともあります。そして、何より考える力が付きま
す。
私は会社と従業員の成長が一緒にならなければ
いけないと考えています。アンバランスになった
ら、会社は崩れます。
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▲2021年３月竣工予定、新工場のイメージ図

▲南国市・道の駅「風
ふ
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」にある直営店



――会社の体制面はどうですか。

社長：現在、営業は営業部門に任せています。社
員の世代交代もうまく進んでいます。次の工場長
候補も出てきました。高知県出身者がＵターンで
帰って来ました。大手のメーカーのアイスクリー
ムの開発に所属した経歴を持っています。
会計事務所出身の経理も入社しました。営業の

できる社員も育ってきました。
新工場も建設中であり、これから登る坂は険し

いですが、メンバーは充実してきたと手応えを感
じています。
――先ほどの中途採用した社員のきっかけは何

ですか。

社長：人材マッチングの公的機関を利用して、紹
介を受けました。経験も豊富で、これ以上ない人
材です。非常に優秀な人材が当社を選んでくれま
した。
――従業員の雇用の状況はどうですか。

社長：学校を卒業して入社した従業員が30代後半
から40歳になってきています。新工場が完成すれ
ば、10人程度を雇用する予定です。少人数です
が、定期的な採用も行っています。
また、ほとんどの従業員が正社員です。多くが

新卒からずっと働いてくれており、定着率が非常
に良いと思っています。
――社内の雰囲気はどうですか。

社長：私は働く雰囲気、ムードを従業員に気に
入ってもらうことが大切と考えています。
先輩のしている仕事を背中で見て覚えるという

形での教育を行っていますので、先輩後輩の信頼
関係が非常に重要ですが、何か困ったことがあれ
ば、先輩が声を掛けてくれるような職場であり、
今の職場の雰囲気は非常に良いと思っています。
「ワンチーム久保田」じゃないですけど、お互

いに声掛けし、飲み会を開催しています。みんな
仲が良いと思っています。
――会社として、従業員に徹底していることを

教えてください。

社長：「お客様目線で、ものを考える。お客様を

大切に、お客様のためになっているか、常に主語
はお客様で考えてほしい」といつも従業員に言っ
ています。
一時の損得よりも、お客様目線で物事を考える

ことが自然にできるようになってもらいたいです
ね。

――現状の課題を聞かせてください。

社長：商品の認知度がまだまだ低いと思うので、
どうやって認知度を上げていくかということが課
題です。
そのツールとして、ＳＮＳが肝になると思いま
す。多少お金を使っても、フェイスブック、イン
スタグラムなどに力を入れます。そのために今ど
きの感性の優れた女性の従業員も採用したいと考
えています。今でも直営店のインスタグラムや写
真は女性にお願いしています。認知という部分で
は、女性の力を活用します。女性の方が美味しい
ものやスイーツを見て、情報が取れ、感性が発揮
できます。
健康志向の強い現代において、親御さんは子供
に安全な食品を食べさせたいと思っているので、
そこへ入っていけるような認知を行いたいと思っ
ています。
また、一般のお客様に知ってもらう方法とし
て、運動会などで、イベント用のアイスを作り、
それを幼稚園などで配って、興味を持ってもらう
という方法もあります。
当社の場合、いろいろな商品を持っていること
は、大きな武器になりますので、認知をキーワー
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▲自社トラック便＜四国島内＞



ドにこれからも取り組みます。
後は商品力の勝負になってきますが、これには

自信を持ってこれまで商売してきました。
先ほども申した通り、認知度が低いので、認知

を高めれば、今ある商品ラインアップでも十分と
判断しています。
安いものを売るディスカウント店とは取引を考

えていません。ディスカウントすれば、認知は上
がりますが、企業として、長続きしません。です
からディスカウントする店に当社の商品は置いて
いません。

――今後の目標や事業展望についてお聞かせく

ださい。

社長：一番のキーワードは全国への認知活動で
す。これについては、これまで話してきた通りで
す。
次に、秋、冬という閑散期における対応を行い

たいと考えています。
大手メーカーが多額の開発費用を投入して、デ

ザートアイスを開発し、秋、冬のアイスが売れる
ようになりました。当社が同じように、多額の設
備投資を行った場合、一定の売上が必要となって
きますので、現状少し厳しいと考えています。
現在、冷凍の中華饅、ホットケーキなどを販売

していますので、その延長線上で、アイス以外の
商品を開発していきたいと考えています。
また、新工場が完成した後には、商品開発を行

うことも検討したいと考えています。
例えば、人口が減少し、高齢化が進展するなか

では、健康人口が減少しても、疾病患者が増える
可能性がありますので、大学等と連携して、疾病
患者向けの商品を作るという発想もできます。
その発想が当社として、優先順位で何番目に来

るかはわかりませんけど、どんな可能性も排除せ
ず検討していきたいと思っています。

――本日はありがとうございました。

（調査部長 西本治史）
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▲高知市・「とさのさと・アグリコレット」にある直営店
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会社概要

■名 称 久保田食品 株式会社
■創 業 昭和34（1959）年３月
■本社及び工場 〒783-0051 高知県南国市岡豊町笠ノ川1045
■資 本 金 1,000万円
■事業内容 市販用・業務用アイスクリーム製造卸販売

市販用・業務用中華饅頭の製造卸販売
一般消費者を対象としたアイスギフト等の通販事業
直営店でのアイスクリーム、スイーツ、大判焼、たこ焼きなどの対面販売

四国銀行南国支店 溝渕支店長より一言
高知県内では知らない人はいない久保田食品株式会社さまのアイ

スクリーム。創業者である久保田貢一会長はアイスキャンデーの卸
売りの傍ら、「自分が本当に食べたいと思えるアイスクリームを作り
たい」という想いからアイスクリーム製造に挑戦。業界では知る人
ぞ知る当社の土台をつくられました。
当社の製品は、素材にこだわり、手間暇をかけ、さらにできる限

り添加物を使用しない高品質な商品です。食の安全・安心に高い関
心が寄せられる現在ですが、地元高知の豊富な食材を活かした安全
な商品作りに当時から着眼していた会長の先見性は素晴らしく、「想い」の大切さを痛感いた
します。
企業の発展・継続には優れた商品力に加え、営業力も大切です。後継者である武市学社長

は、創業者会長の「良いものを作る」という理念を基本に、この良さを「認知」してもらう
ことに重点を置いた営業を積極的に四国島外へ展開。ニッチの強みを活かした商品展開戦略
を実践しました。そして、会長の想いと見事に調和し、当社の更なる発展に大きく寄与して
います。
当社の商品戦略はニッチ。美味しさ・安全性のために、言い方は失礼ですが、大手と比べ

非効率で生産性が低いがゆえに大手が決して真似できない製造方法で差別化。そして永年の
業績の蓄積によってできた設備は、その投資額の大きさゆえに小メーカーからの参入障壁と
もなっており、業界で「久保田」という確固たる地位を確立しています。
そして、久保田食品さまは来年３月完成予定で新工場を建設しています。事業の継続性、

生産量増強、そして地域雇用を守っていくためでもあります。社長の会社運営に対する想い
は、社員の皆さま全員でお互いを助け合い大きな力を生み出す「ワンチーム久保田」。この「ワ
ンチーム久保田」で更なる発展をめざす久保田食品さまを、我々四国銀行はメイン銀行とし
てこれからもしっかりと支え、お手伝いしていきたいと考えております。



１．はじめに

四国地域は、2030年に生産年齢人口が2015年比
18％減少すると予測されている（図表１）。これ
を受け、地域住民の生活や産業の基盤を支えるト
ラック運転手が不足し、四国地域においても、長
距離運送や過疎地域におけるラストワンマイル1

をはじめとする物流が成り立たなくなるのではな
いか、と危惧されるところである。

折しも、新型コロナウイルスの感染拡大に伴
い、一部消費財（ティッシュペーパーなど）の店
頭からの欠品や宅配便の遅延といった問題が発生
し、災害や感染症に強い物流の重要性が人々に再
認識された。
株式会社日本政策投資銀行（DBJ）四国支店は、

四国の物流の動態分析、トラック運送業の取引構
造分析、アンケート調査などを行い、四国地域に

おいてレジリエント（強靱）でサステナブル（持
続可能）な物流を構築するための調査及び提言を
まとめ、公表した2。本稿はその要旨である。

２．四国の物流の動態分析

（１）分析の概要
四国地域の物の流れ、具体的にはどこからどこ
に、何が、どの輸送手段で運ばれているか、を動
態的に把握するために、主に「2015年道路交通セ
ンサス」（貨物自動車）、「2015年物流センサス」
（貨物鉄道、船舶）等のデータ分析を行った3。
（２）分析結果
分析の結果、四国の物流の動態的特徴をまとめ
ると以下のとおりとなった。
① 長距離における海運のウェイトが高い
全国の年間貨物輸送トン数に占める四国地域の
ウェイトは3.4％である。
四国地域は、地域間物流4において海運の占め

るウェイトが８割超と高い水準である（図表２）。

10
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株式会社日本政策投資銀行 四国支店
企画調査課 副調査役 進 沙也加

寄 稿

図表１ 四国地域の人口の将来予測

1 最終拠点とエンドユーザーを結ぶ物流サービスの最後の
区間のこと。
2 当レポートの詳細は、DBJ ウェブサイト「調査研究レポー
ト（四国）」
（https://www.dbj.jp/investigate/list/?area=shikoku）

に掲載していますのでご参照下さい。
3 動態分析は、重量（トン）ベースで行った。そのため、
輸送における鉱物及び鉱産品（石灰石や石炭、コークス）
等重量物のウェイトが高くなる点に留意を要する。
4 四国と四国域外の物流（例：四国地域発・関東地域着）



図表２ 四国の物流の輸送モードの割合（重量ベース）出典：国立社会保障・人口問題研究所

出典：H27物流センサス、H27道路交通センサス、H27陸運統計概要



② 近距離はトラック運送が大きな役割
四国の地域内物流5においては、トラック運送

の占める割合が94.7％に達する（前頁、図表２）。
また、四国発物流、四国着物流のトラック運送に
占める中国地域、近畿地域の割合はいずれも約４
割で、合わせるとほぼ８割を占める（図表３）。
四国の地域内物流や、四国地域と中国地域、近

畿地域との地域間物流において、トラック運送の
果たす役割は極めて大きいと言える。
③ 四国域内において県間物流のウェイトは高く

ないものの大きな役割
四国の地域内物流を県間物流（例：香川県発、

高知県着）と県内物流（例：高知県発着）に分け
て分析すると、他地域と比べ県間物流の占める割
合が低い（図表４）。
これは、各県の地理的条件や、古来より各県が

異なる経済圏として発達してきた歴史的経緯が影

響していると思われるが、近年では四国４県を結
ぶ高速道路網も整備が進んでおり、今後の四国地
域の物流効率化を考えるうえで、県間物流の果た
す役割は極めて大きいと考える。

３．四国のトラック運送事業者の
取引構造～三層構造

（１）分析の概要
次に、四国地域内物流及び地域間物流（近距離）
において極めて重要な役割を担うトラック運送の
実態について、取引の観点から分析を行った。分
析対象は株式会社東京商工リサーチ（以下、
「TSR」という。）がデータを有する四国に本社
を置くトラック運送事業者1,041社で、分析デー
タはその元受先4,577件である6。
元受先4,577件の内、1,818件が同業の貨物運送

事業者であることから、四国のトラック運送事業
者は、同業内で複層的に元請、下請取引を行って
いることがわかる（次頁、図表５）。
（２）分析結果
分析の結果、四国のトラック運送事業者の取引
構造は、①域外の荷主企業や物流事業者の窓口と
なり、域内のトラック運送事業者の元請け的役割
を果たす「第１層」、②域内のトラック運送事業
者間の取引の橋渡しを担う「第２層」、③建設業
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図表３ 四国発着物流の着地（重量ベース、トラック輸送モード）

5 四国域内の物流（例：香川県発・高知県着、高知県発着）
6 分析は、TSR が把握している四国のトラック運送事業者
各社の取引先（販売先）について行っている。取引先は

TSR の把握によるものであり、一定の定量的な要件で選別
したものではないため、分析結果は定性的な傾向に留まる
点に留意を要する。



図表４ 地域内物流に占める県間物流の割合

出典：H27物流センサス、H27道路交通センサス、H27陸運統計概要

出典：H27道路交通センサス、H27陸運統計概要



や卸売業を中心に、地域に密着した物流を担う
「第３層」の三層からなることがわかった（下記、
図表６）。

●「第１層」と「第２層」は、相互の階層での取
引関係が厚いことに加えて、同じ階層内での取
引も多い。

●「第１層」及び「第２層」から「第３層」に委

託する取引は一定程度ある一方、その逆は殆ど
ない。

●「第３層」は、建設業や卸売業など地域に密着
した事業者との取引が多い。

４．四国のトラック運送事業者・
荷主企業へのアンケート調査

（１）アンケート調査の概要
さらに、四国のトラック運送事業者の経営や業
務の実態を把握するために、アンケート調査及び
インタビュー調査7を行った。
このうち、アンケート調査（以下、「DBJ アン

ケート調査」という。）は、2020年１月から２月
にかけて、TSR がデータを有する四国に本社を
置くトラック運送事業者918社、及び荷主企業280
社を対象に行った。DBJ アンケート調査の概要
は、（図表７）のとおりである。

12
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図表５ 四国のトラック運送事業者の販売先の業種

図表６ 四国のトラック運送事業者の三層構造

7 2019年12月から2020年２月にかけて、四国のトラック運 送事業に関連する17事業者にインタビューを行った。



図表７ DBJ アンケート調査の概要

出典：TSR 取引データ

出典：DBJ 作成



（２）トラック運転手不足の現状
全国の貨物自動車運転手の有効求人倍率は2018

年８月現在、2.73倍となっており大幅な求人件数
の超過となっている。DBJ アンケート調査にお
いても、「トラック運転手の確保ができなくなっ
ている」と回答した割合は77％に達した（図表
８）。四国でもトラック運転手不足が深刻である
実態がうかがえる。
以下、本稿ではトラック運転手不足の実態につ

いて、①労働市場の問題（３）と②業務効率の問
題（４）に分けて分析を行った（図表９）。

（３）四国のトラック運送事業における労働市場
の問題～「閉じた労働市場」
全国の道路貨物運送業における従業員の年齢構

成は、40歳以上59歳未満が55.8％を占めるのに対
し、29歳以下は9.4％に過ぎない（図表10）。ト
ラック運転手は高齢化が進んでいる状況にある。

今回の DBJ アンケート調査で、トラック運送
事業者に新たに採用するトラック運転手の前歴に
ついて尋ねたところ、72％が「同業他社のトラッ
ク運転手」と回答したのに対し、「新規学卒者」
との回答は３％に過ぎなかった（次頁、図表11）。
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図表８ トラック運転者の確保が出来なくなっている

図表９ トラック運送事業の人手不足の要因分析

図表10 道路貨物運送業における従業員の年齢構成

出典：DBJ アンケート調査

出典：DBJ 作成

出典：総務省「労働力調査」（2017年）



四国のトラック業界は、新卒者の就業が極めて
少なく、運転手が業界内で転職を行っており、労
働市場の新陳代謝が極めて低いことが分かった。
今後、着実に運転手の高齢化が進むことに加え、
高齢運転手の退職により、運転手不足がますます
深刻になることが予測される。
（４）四国のトラック運送事業における業務効率

の問題
① トラック運送事業の低い労働生産性
一方で、トラック運送事業の労働生産性は低

位にとどまっている。とりわけ近年の Eコマー
スの増加やジャストインタイム生産方式の普及
による配送の多品種小ロット化の流れが、労働
生産性（業務効率）の低下に拍車をかけている。
DBJ アンケート調査においても、帰り荷の確保
が難しくなっているとの回答は44％、積載効率
が悪化したとの回答も37％に達した（図表12、
図表13）。
トラック運送事業の労働生産性が低位にとど

まっている背景としては、積荷の手積み手降ろし
を行ったり長時間荷待ちをさせられたりといった
トラック運転手の厳しい労働条件が従前のまま変
わらないことが挙げられる（図表14）。

② トラック運送事業の労働生産性が低位にとど
まっている背景

背景にはトラック運送事業者と荷主企業の双方
が、短期的な自社業務の効率性のみを追求し、長
期的な経済合理性に基づいた物流全体の最適化が
図られていないことが挙げられる。DBJ アン
ケート調査においても、トラック運送業務の効率
性を上げるための取り組みとして、「トラック運
転手の荷役作業の軽減」を挙げたトラック運送事
業者は48％に上ったのに対し、同様の質問に「荷
待ち時間の縮小」を挙げた荷主企業は24％、「附
帯作業の軽減化」を挙げた企業は17％、「附帯作
業や荷待ち時間への料金の支払い」を挙げた企業

14
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図表11 新たにトラック運転者として運送会社に就職する人の前歴
（複数回答）

図表12 帰り荷の確保が難しくなっている 図表13 トラックの積載率が悪化している

図表14 トラック運転手の拘束時間

出典：DBJ アンケート調査

出典：DBJ アンケート調査 出典：DBJ アンケート調査

出典：国土交通省「トラック輸送状況の実態調査」（2015年）



は10％にとどまった（図表15、図表16）。トラッ
ク運転手の労働環境に対するトラック運送事業者
と荷主企業との意識の差が浮き彫りとなる結果と
なった。
③ 進まない共同物流8と全国で進む新しい流れ
また、複数の荷主が物流を共同化し、効率化を

図るいわゆる共同物流についても、四国地域では
あまり進んでいない。DBJ アンケート調査でア
ンケートを行った荷主企業94社のうち、共同物流
に取り組んでいると回答した企業はわずか15社
（16％）にとどまった。共同物流の成果について
も「生じている」との回答は15社のうち７社にと
どまっている（図表17）。

一方で全国規模の荷主企業が、長期的な経済合
理性の観点から共同物流に取り組む事例も現れつ
つある。例えば、加工食品メーカー６社（味の素

株式会社、カゴメ株式会社、日清フーズ株式会社、
ハウス食品グループ本社株式会社、株式会社
Mizkan、日清オイリオグループ株式会社）が
2019年４月に共同物流会社 F-LINE 株式会社を
設立し、全国各地で共同物流に取り組んでいる。
また、製紙業界では、大王製紙株式会社、カミ
商事株式会社、王子ネピア株式会社、日本製紙ク
レシア株式会社の業界大手４社が、パレット・物
流機器のレンタル事業を営むユー・ピー・アール
株式会社と連携し、2018年10月より家庭紙分野に
おけるパレットの共同化を実現している。2020年
２月現在、大王製紙株式会社は工場直納の88％が
パレット出荷となった。これにより、トラック運
転手による手積み・手降ろし作業の倉庫側リフト
マンによる積込み・荷降ろし作業への転換や、ト
ラックの荷待ち時間の削減など、物流（トラック
運送業務）効率化を実現している。今後について
は、家庭紙分野におけるパレット対応品目を増や
すとともに、吸収体（ベビー・大人用紙おむつ・
フェミニン）製品のパレット化の検討も進めてい
くとのことである。

（５）アンケート調査からわかったこと
上述のアンケート調査より、四国地域のトラッ
ク運転手不足は、①若者の新規就業が殆どなく、
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図表15 トラック運送業務の効率性を高めるため
の取り組み（複数回答）

図表16 トラック運転者不足に対処し、トラック
を安定的に確保するための取り組み(複数回答)

8 いくつかの企業が一緒に輸配送を行うことで、輸配送の
効率化、荷受作業の効率化、平準化、混雑回避等により物
流の効率化やサービスレベルの向上を目指す取り組みのこ

と。車両台数の削減による CO2の削減にも貢献するといわ
れている（日通総合研究所編著「ロジスティクス用語辞典」
日本経済新聞出版社（2007））。



図表17 荷主企業の共同物流への取り組み状況

出典：DBJ アンケート調査

出典：DBJ アンケート調査 出典：DBJ アンケート調査



運転手が業界内で転職を繰り返す「閉じた労働市
場」となっていること、及び②荷待ちや荷役作業
など運転手の労働条件が厳しいことに加え、荷主
企業とトラック運送事業者が自社物流の最適化に
向けて努力はしているものの、他のプレーヤーも
含めた全体最適に対応できていないことから、労
働生産性が低位にとどまっていることがわかった。

５．ウィズ・アフターコロナに求
められる物流の姿

新型コロナウイルスの感染拡大は、需要面、供
給面の両側面に大きな影響を与えた。物流におい
ても、内外需の減少により需給が緩んだ分野があ
る反面、感染予防や政府の緊急事態宣言下におけ
る外出自粛に伴い、衛生用紙や加工食品など一部
品目の需給が逼迫し、宅配便などで遅れが生じた
ことは記憶に新しい。
ウィズ・アフターコロナにおいて、物流に求め

られる社会的要請としては以下の点が挙げられる。
（１） 高まる非接触化ニーズへの対応
ウィズ・アフターコロナにおいては、人々の非

接触化ニーズが高まり、EC9（Amazon、楽天な
ど）や宅配（Uber Eats など）に対する需要が
高まることが想定される。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、宅配便

を中心としたラストワンマイルでの需給の逼迫を
受け、国土交通省は、飲料・食料等の配送に関し、
タクシー事業者が有償で輸送を行うことについ
て、特例的に認めた10。ウィズ・アフターコロナ
の物流においては、従前からの物流の担い手以外
の運び手の活用が進む可能性がある。
また、働く側の非接触化も求められるため、労

働集約的な就労現場の脱・労働集約化が進み、自
動化・合理化が進展することが予測される。物流
業界においても、IoT や AI、ロボティクスの活
用により、自動運転やドローン活用、AI ロボッ

トによる自動化、遠隔操作といったロジスティク
ス・イノベーションが一気に普及・拡大する可能
性がある。
（２）レジリエントかつ柔軟な物流システムの構築
四国地域は、本州との陸路に関して必ず３橋

（明石海峡大橋・大鳴門橋、瀬戸大橋、しまなみ
海道）を経由する必要があるため、台風など災害
時には、本州との間のトラック輸送が完全にス
トップしてしまうリスクがある。
一つの拠点が災害で麻痺した場合、他の拠点か
らの代替輸配送の確保をはじめ、システム全体と
してダメージを吸収できるよう、リスク分散に配慮
した物流システムへの見直しが進む可能性がある。
とりわけ災害時及び災害後の混乱時（例えば感
染拡大時）には、自社でコントロール可能な機動
的な物流手段を確保する必要がある。
荷主企業間、物流企業間で共同物流やシェアリン
グが進み、トラックや物流資材、データ仕様等の標
準化が実現していれば、災害等緊急時における相互
のオペレーションの代替が容易に進むと考える。
（３）「分散型／全体最適型」物流システムの必

要性の高まり
レジリエントな物流システムを構築するために
は、これまでの拠点集約的な集権型システム（自
社専用の大型物流センターに代表される）から、
災害に強いリスク分散に配慮したシステム（リス
ク回避のため物流拠点等の再配置・機動性重視
等）へ物流システムを転換していくことが求めら
れると考える。
そのため、ウィズ・アフターコロナにおいては、
人手不足へ対応する観点からも、コストの観点か
らも、安心・安全の観点からも、物流に関する考
え方を部分最適型から全体最適型へより強力にシ
フトさせ、共同物流及びその手段としての標準化
をより広範囲に進めていく必要性が更に加速され
るものと考える（次頁、図表18）。
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9 Electronic commerce（電子商取引）の略語。
10 2020年４月21日から同年９月30日まで特例的に認められ
ており、四国地域では株式会社電脳交通（本社：徳島県徳

島市）などが５月７日よりタクシーのフードデリバリー
サービスの実証実験を開始している。





６．提言のベースとなる視座

（考え方１）四国の人口的特性（切迫性）と地理
的特性

四国地域は、他地域に先駆けて人口が減少に転
じたエリアであり、生産年齢人口の減少、高齢化
比率の上昇が予測されている。そのため、トラッ
ク運転手の人手不足の問題に関して、他地域と比
較してより切迫した問題であると言える。
四国地域で物流の効率性を考える場合は、ルー

トが限定されている地域間物流と県間物流、県内
物流を１つの流れとして考える必要がある。その
ため、各県バラバラではなく、四国地域として効
率的な物流の在り方を考える必要がある。
（考え方２）取引構造（三層構造）を踏まえた問

題解決
四国のトラック運送事業者は、①域外の荷主企

業や物流事業者の窓口となり、域内のトラック運
送事業者の元請け的な役割を果たす「第１層」、
②域内のトラック運送事業者間の取引の橋渡しを
担う「第２層」、③建設業や卸売業を中心に、地
域に密着した物流を担う「第３層」の三層からな
ることが分かった。
荷主企業との取引も踏まえた三層構造に基づく

解決策を見据えて考える必要がある（図表６）。
（考え方３）共同物流の取り組みからのアプローチ
DBJ アンケート調査において、四国のトラッ
ク運送を維持するために四国の社会・経済界全体
で必要な施策として、「荷主との標準運賃の設定
とその適用促進に関する施策」、「荷主企業等に対
する附帯作業・荷待ち作業の軽減策の義務化」な
どトラック運送事業者と荷主企業の双方が協力し
合うことで、トラック運転手の労働条件・環境（労
働の非効率性）の見直しに結びつけていく施策の必
要性を挙げるトラック運送事業者が多い結果となっ
た。
このままの委託コスト、作業分担を続けたまま
では、中長期的には経済的にも人的にも物流を維
持することができなくなってしまうことをトラッ
ク業界が荷主サイドに経済合理性に基づき説明
し、納得してもらうことが重要であると考える。
標準化及び共同物流の取り組みは、中長期的な
経済合理性の観点から物流システムの最適化を目
指し、多くの荷主企業・トラック運送事業者が参
加して進めるプロジェクトである。まさに「全体
最適の実現に向けて」「中長期的な経済合理性の
観点から」「トラック運送事業者と荷主企業が協
力して」進めるアプローチである。
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図表18 人口減少下及びウィズ・アフターコロナにおける物流の目指すべき姿

出典：DBJ 四国支店



７．人口減少下及びウィズ・アフ
ターコロナにおけるレジリエ
ントでサステナブルな物流の
構築に向けた提言

提言に向けてこれまでの論旨を整理すると以下
の通りとなる（図表19）。

（提言１）全国の共同物流の流れの四国地域への
取り込み

（１）第１層による全国の共同物流の流れの取り
込み
全国で進む共同物流・標準化の流れは、一部大

手荷主企業の物流の持続可能性に対する危機感に
端を発し、それにトラック運送事業者が協力する
形で進んでいる。四国のトラック運送業界におい

ても、まずは四国地域における域外との物流の窓
口としての役割を担う第１層が、全国的な共同物
流・標準化プロジェクトに参画することが、四国
に共同物流の流れを取り込む端緒になると考える。
（２）第１層から第２層、第３層への拡大
第２層、第３層の企業群も共同物流への対応を

検討する必要が生じる。とりわけ第２層は、四国
地域のトラック運送の取引構造の中で、トラック
運送事業者間の受託・委託の媒介的な機能を担う企
業群であり、重要なファクターとなると思われる。
（３）全国の共同物流の流れに対する地域荷主企

業の対応
四国の地域荷主企業は、大手主導の共同物流や

標準化の流れに対し、どのように対応していくの
か、検討する必要がある（次頁、図表20）。
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図表19 人口減少下及びウィズ・アフターコロナにおけるレジリエントでサステナブルな物流の構築に向けた提言

出典：DBJ 四国支店



（提言２）四国地域発の経営効率改善に向けた業
種横断的な取り組み

（１）四国地域における業種の枠を超えた共同物
流の推進の必要性
３層各層の機能を踏まえつつ、四国地域が他地

域に先がけて業種や製品の枠組みを超えた共同物
流のインフラづくりを進めることが重要となると
考える。
また過疎地域は貨物の取扱ロットも少ないこと

から、共同配送センターにおいて物流資材や帳
票・伝票等の仕様を業種横断的に統一すること
は、比較的受け入れられやすいものと考える11。
さらに長期的な観点からは、業種を超えた共同

物流の実現に向けて、業種横断的に企業同士で協
議、マッチングを行うことも高い意義があると考
える。四国をモデル地域としてこのような協議や
マッチングを継続することができれば、全国に先
駆けて、四国地域発で業種横断的な共同物流を進
めることも可能であると考える（図表21）。



19

「人口減少下における四国の物流の現状と課題について」

四銀経営情報 2020.９

図表20 全国の共同物流の流れの四国地域への取り込み

図表21 四国発の経営効率改善に向けた業種横断的な取り組み（模式図）

11 パレット、ケージ等物流資材の標準化仕様を20フィート
コンテナなど国際標準に適合したサイズにすることができ

れば、国際標準規格を四国発で日本全国に広げることも可
能となる。



出典：DBJ 四国支店

出典：DBJ 四国支店



（２）構造的な観点からマッチングを行うプラッ
トフォーム機能
四国地域において、製造業等の拠点間物流や販

売物流を中心に、ある程度の恒常性や、季節性な
ど循環性にもとづく観点から、帰り荷や車両、ド
ライバー等のマッチングが実現できれば、地域と
してより長期安定的な物流効率化が図られると考
える。
域外との陸送において橋の通行状況（どちら方

面が空荷となっている）を目安としてマッチング
を行うことは比較的容易であると考える。また、
事業者サイドにとっても、橋の通行にはコストが
かかることから、空荷での通行には抵抗感が高
く、マッチングのニーズは高いものと思われる。
現行の求貨求車システムに関しては、不安を感

じる事業者も多く、四国地域ではそれほど活発に
は利用されていない。そのため、まずはある程度
の条件を満たした限られたメンバーシップで、各
種条件（方面、運送物、容量、荷姿・庭先条件等）
を共有（データベース化）することからはじめる
ことが望まれる。
マッチングの実現にあたっては、地域金融機関

など、広く地域の物流事業者、荷主企業と取引を
有する第三者機関が大きな役割を果たしうると考
える。また、将来的には中国地域や関西地域等と
のマッチングを考えることも重要であると考える。
また、実際のマッチングにおいては、企業間で

融通し合うトラック台数や運転手の人数が揃わな

いケースも想定される。トラックをはじめとする
物流資材のリースや物流人材の派遣等についても
検討する余地がある。
四国地域においては、運べる人が荷物を運ぶ

「物流版シェアリングサービス」のプラット
フォームについて検討する余地があると考える。
具体的には、自家用トラック（白ナンバー）の活
用や貨客混載の運用拡大等が考えられる。これら
の実現に向けては貨物自動車運送事業者法の改正
をはじめ、国等による規制を緩和する必要があ
る。また、マッチングアプリの仕様を四国エリア
で統一して運用することについても検討の余地が
あると考える（図表22）。

（提言３）四国地域における革新的な物流イノ
ベーションの実現

とりわけ物流の担い手不足が深刻な過疎地域に
おいては、トラック運送事業の経営・運送効率の
更なる向上に向けて、自動運転やドローンなどロ
ジスティクス・イノベーションを活用する切迫性
が高いと考えられる。そのため、四国地域におい
て、過疎地域を中心としてロジスティクス・イノ
ベーションの実証実験を行い、全国に先駆けて実
用化を実現することが期待される。
また公道で自動運転やドローンの実証実験を行

うために、道路交通法をはじめとする各種規制の
緩和や特区制度の活用等を考えても良いのではな
いだろうか（図表18）。
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図表22 マッチング・プラットフォームとシェアリングサービスの特徴

出典：DBJ 四国支店



８．おわりに

DBJ 四国支店は、人口減少下における四国地
域において、サステナブルな物流を維持するため
にどのような機能が必要とされるかを分析・提言
する目的で、2019年より本調査を開始した。調査
期間中に、新型コロナウイルスの感染が世界的に
拡大し、わが国でも消費財の欠品問題やドライ
バーの罹患リスク等への懸念を通して、生活イン
フラとしてレジリエントでサステナブルな物流シ
ステムを構築する重要性が改めて認識された。
四国の物流業界は、運転手不足や業務効率の問

題等、複雑な構造問題を抱えているため、「これ
をやれば全てが解決する」という単純な処方箋は
見当たらないのが実情である。しかし、四国地域
においてレジリエントでサステナブルな物流シス
テムを構築するためには、トラック運送事業者と
荷主企業が共同物流の流れを取り込み、拡大して
いくことの意義が極めて高いであろう。その際、
B2B 物流における構造的なマッチング・プラッ
トフォームや、物流の担い手以外の運び手が参画
する B2C シェアリングサービス等の実現も検討
に値する。更には、自動運転やドローンをはじめ
とするロジスティクス・イノベーションの活用の
必要性が高まることも予測される。これらを四国
地域で実現するためには、各種法規制をはじめと
する規制緩和等を考えても良いのではないだろう
か。DBJ 四国支店としても、主体的にこれら課
題解決の一助となるよう取り組んでいく所存であ
る。
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はじめに
高知県は、全国に先駆けて人口減少・高齢化社会
に突入し、県内市場は「人口減少の負のスパイラル」
のダメージが県経済の様々な面に表れはじめた。こ
のような状況を克服するために、高知県は、2008年
に「産業振興計画」を策定し、2009年より、経済活
性化に向けた様々な取り組みをスタートさせた。
「観光」は、そのなかの産業分野の一つとして捉え
られ、最新の2020年版「第４期高知県産業振興計画」
においても同様の位置付けである。
「観光」における経済効果を示す指標として、

「観光総消費額」がある。高知県では、これまで
「観光総消費額」の増大を図っていくため、県が
主体となり、直近の2017年３月～19年１月「志国
高知 幕末維新博」、2019年２月以降は、「リョー
マの休日～自然＆体験キャンペーン～」などを県
内各地で展開している。2019年は、県外観光客入
込数438万人、観光総消費額1,096億円の成果を上
げ、目標とした「県外観光客入込数年間435万人
以上」を達成した。
従来の「観光」は、国内大手の旅行会社による

団体旅行者の送客により、特定の観光地、宿泊施
設が恩恵を受ける仕組みが一般的であった。しか
し、現在の「観光」は、旅行形態が団体から個人

へと変化するなか、個人が何度も訪れる、選ばれ
る観光地となることが必須である。
選ばれる観光地となるためには、地域が一体と

なり、地域で自立した観光地経営を行う必要があ
る。地域一体で一定の経済効果を上げ、雇用を確
保するために、その地域内の観光関連事業者など
を束ねる組織として、日本全国で注目されている
組織が官民連携の「観光地域づくり法人
（DMO）」である。
本稿では、「観光地域づくり法人（DMO）の

定義」、「観光地域づくり法人（DMO）の必要性」、
「高知県内観光地域づくり法人（DMO）の動向」
について説明する。
次に、高知県内各地で観光プラットホーム的役

割を果たす組織として誕生し、「観光地域づくり
法人（DMO）」となった「登録DMO」（後述）、
「候補DMO」（後述）の取り組み概要、取り組み
による成果、課題等を紹介する。その上で、今後
の高知県経済の持続的発展に寄与することが期待
される「観光地域づくり法人（DMO）」の現状、
課題等について、考察を試みていくことにする。
当社が2020年４月に実施した「新型コロナウイ
ルス感染拡大の高知県内企業への影響調査」によ
ると、「観光」に直接関係する「宿泊・飲食業」は、
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約70％が「収入が半減した」と回答し、甚大なマ
イナスの影響が出た。しかし、この厳しい環境下
でも、今後の新型コロナウイルス感染症収束を視
野に入れ、新しい時代に対応した受入環境整備に
向けての取り組みを関係者と情報共有・調整しな
がら、長期的視野に立った持続的かつ地道な活動
が望まれる。

１．「観光地域づくり法人（DMO）」の定義
観光地域づくり法人（DMO）は、地域の「稼
ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を
醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域
づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同し
ながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づ
くりを実現するための戦略を策定するとともに、
戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法
人組織と定義される。
観光庁は2015年に、観光地域づくりの舵取り役

となる新たな専門組織の「日本版DMO」の創設
を打ち出した。「DMO」とは、Destination Mana
gement/Marketing organizaition の略で、「観光
地経営組織」、「観光地域づくり法人」などと訳さ
れたりする。要するに、その地域観光関連事業者
などを取り纏め、戦略を実行する役割を果たすた
めの官民連携の組織のことをいう。
なお、2020年５月に「日本版DMO」は、観光
地域づくり法人登録の厳格化を実施し、「日本版
DMO」の名称を「登録DMO」に変更するとと
もに、その候補となる法人である「日本版DMO
候補法人」を「候補DMO」に変更した。

２．「観光地域づくり法人（DMO）」が地域で
必要な理由とその求められる役割について
近年、国内外の観光ニーズは多様化し、また、
旅行事業者等の送客による団体旅行から旅行者自
らが計画を立てて訪れる個人旅行へと観光形態の
変化が顕著である。この状況は、高知県内でも同
様である。
このように、時代の変化に柔軟に対応していく

ためには、従来の地域の観光組織ではなく、官民

が連携し、地域自らが情報発信するなど、「稼ぐ
力」を引き出す新しい組織としての「観光地域づ
くり法人（DMO）」（以下、「DMO」という）が
地域には必要不可欠と考えられる。
一般的に、「DMO」に求められる役割は、図
表１のとおりである。

３．高知県内の観光地域づくり法人（DMO）
の動向
高知県内の観光地域づくりの中核を担う法人格

「登録DMO」で高知県関連では、2020年３月現在、
四国などの地域ブロックレベルの区域で構成する
「広域連携DMO」が１法人、複数の市町村に跨る
「地域連携DMO」が３法人、地域密着型の単独市町
村で形成される「地域DMO」が１法人、存在する。
高知県内では、2018年12月に県内初の「登録
DMO」として「特定非営利活動法人NPO砂浜美
術館」が「地域型」、続いて、2019年３月に「一般
社団法人幡多広域観光協議会」、2020年３月に「一
般社団法人仁淀ブルー観光協議会」、「一般社団法
人高知県東部観光協議会」が「地域連携型」に登
録された。その他にも、「候補DMO」として、「一
般社団法人物部川DMO協議会」、「株式会社ソラ
ヤマいしずち」が「地域連携型」、「特定非営利活
動法人ウォーターズ・リバイタルプロジェクト」
が「地域型」として存在する。
以下に掲げる高知県内で組織された法人は、今
後、県内各地で具体的な取り組みによる成果、地
域への経済効果などが期待されるところである
（次頁、図表２，３）。
次に、県内各地に設立されたDMOにおける取
り組み概要等を紹介し、「県内各DMOが抱える
課題」、県内DMOへの「今後の提言」、県内
DMOの「今後の展望」について、説明する。
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図表１「観光地域づくり法人(DMO)」に求められる役割



４．高知県内「登録DMO」事例
4-1. 特定非営利活動法人ＮＰＯ砂浜美術館
（1）取り組み概要
特定非営利活動法人NPO砂浜美術館は、高知

県西南地域（幡多地域）にある黒潮町内にあり、
「私たちの町には美術館がありません。美しい砂
浜が美術館です」をコンセプトとして、1989年に
活動をスタートさせた。太平洋に面する長さ４㎞
の砂浜を美術館に見立て、潮風を受ける松原、
らっきょうの花畑、流れ着く漂流物等、季節とと
もに移りゆく自然と、そこに暮らす人々の営みを
作品ととらえて、ゆったりと流れる時間のなかで
自分にとって大切なものを考えてもらうという、
ユニークなコンセプトの美術館である。言い換え
ると、地域資源を活用し、新しい価値を生み出す
取り組みを行ってきた（図表４）。

黒潮町には、訪れる人に対応する組織として、
高知県立土佐西南大規模公園の管理運営を行う
「大方町公園管理協会」、ホエールウオッチングの
船を出す「大方町遊漁船主会」、「砂美運営委員
会」、「大方町観光協会」の４つの組織が存在した。
そして、対応窓口の一本化を図るため、2003年に
砂浜美術館がNPO法人化され、先の４組織が段
階的に砂浜美術館に統合された。
2012～2014年にかけて、黒潮町の観光振興に関

する課題と対策について、DMOの必要性を提唱
してきた専門家を招聘し、課題の抽出、情報共有
を図った。また、抽出された課題に基づき、勉強
会も開催した。同時期の2012年に、旅行業登録を
行うとともに、指定管理者として土佐西南大規模
公園の管理、運営を担当することで、管理エリア
に含まれるスポーツ施設を活用した「スポーツ
ツーリズム」を本格化させた。
2015年以降は、これまでの経験をもとに、地域

経済の構造を把握し、地域内の多様な関係者の
ネットワーク構築に注力した。また、地元の高知
大学地域協働学部と連携し、旅行消費額の調査を
行い、事業戦略を考えるための基礎データとして
活用してきた。
2018年、「地域DMO」としては、四国初の「登

録DMO」が誕生した。
この美術館は、デザイン、総務、映像＜ケーブ
ルテレビ運営＞、公園管理、スポーツ、観光の６
部門から成る。このうち、主力の観光部門の担当
者は、５～６名で運営している。また、事業の柱
として取り組みするものは、「スポーツツーリズ
ム」、「自然体験プログラム」である。
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図表２ 高知県に関係の登録DMO及び候補DMO
登録状況(2020年３月31日現在)

図表３ 高知県内「地域連携DMO」「地域DMO」
対象地域

図表４ 砂浜美術館ロゴ



（2）事業実施体制について
この美術館が、一次産業団体、商工会、交通機

関、大学機関など多様な関係者が参画する黒潮町
観光ネットワーク（2019年６月現在で会員数40団
体）、黒潮町と密接に連携した運営を実施する。
３者で毎月定例会を実施し、情報共有、役割分担
を行っている（図表５）。

（3）取り組みによる成果
①webアクセス数の増加が図れた
この美術館が取り組む重点項目は、「スポーツ
ツーリズムによる宿泊者数」、「自然体験プログラ
ム参加人数」、「イベント来場者数」、「webサイ
トのアクセス数」の４項目で、それぞれに受入人
数などの目標数値を設定している。この内、
「webアクセス数」で目標数値を上回る実績と
なった（図表６）。

②来訪者満足度、リピーター率で目標を達成した
「登録DMO」の必須KPI（※）の目標も設定し
ている。「旅行消費額」、「延べ宿泊者数」、「来訪
者満足度（スポーツ）」、「リピーター率（スポー
ツ）」の４項目である。うち、「来訪者満足度（ス
ポーツ）」、「リピーター率（スポーツ）」の２項目
は、2018年度目標を達成した（図表７）。

③「スポーツ合宿受入れによる宿泊数」の大幅増
を達成
地域内にある土佐西南大規模公園を中心とした
管理エリアに含まれるスポーツ施設を活用した
「スポーツツーリズム」を本格化させたことで、
「スポーツ合宿受入れによる宿泊数」の推移をみ
ると、2011年度357泊以降、2015年度5,119泊、
2017年度11,651泊と大幅に増加した（図表８）。

（4）現状の課題
①黒潮町への来訪者が町内周遊、宿泊に繋がって
いない
黒潮町は、年間約30,000人の集客がある「T
シャツアート展」（写真２）に代表される魅力的
イベント、体験、他地域にはない「防災の取り組
み（※）」があるにも関わらず、町内の観光事業
者による連携が十分でなく、宿泊施設の宣伝が十
分でないこと等が挙げられる。
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図表５ 砂浜美術館事業実施体制図

図表６

図表７

（※）必須KPIとは、Key Performance Indicator

の略で「重要業績評価指数」と訳される。DMOで

は、少なくとも「旅行消費額」、「延べ宿泊者数」、「来

訪者満足度」、「リピーター率」の４項目の目標設定

を行わければならない。

図表８ スポーツ合宿受入れによる宿泊数



②体験プログラムの参加者が全体的に減少傾向に
ある
黒潮町の強みの一つである体験プログラム利用
者が減少傾向にあるのは、天候に影響されやすい
こと（台風や豪雨など）や情報発信不足のためで
ある。
③宿泊施設の不足
充実したスポーツ施設、他地域にない防災ス
トーリー、魅力的な自然・体験があるにも関わら
ず、お客様のニーズに応える宿泊施設が不足して
いる。
④黒潮町以外での宿泊者数増加
この美術館が受入環境の分析を行い、環境整備
を行って来た結果、「スポーツツーリズム」（写真
３）による誘客は成功し、チーム合宿等の来訪者
は大幅に増加したものの、町内の宿泊施設が、参
加チームが求めるニーズと合わないケースもあり、
町内での宿泊と消費機会の損失となっている。

（5）今後の取り組み・展望
①デジタルサイネージ（電子掲示版）を活用した
PR実施
黒潮町は全国的にみて、認知度がまだまだ低
く、当地を訪れる契機となるための方策として、
ターゲットエリアでのPR動画などの活用を強化
し、近隣県でデジタルサイネージ（電子掲示板な
ど）を活用したPRなどで、認知度拡大を目指し
ている。
②OTA（※）（オンライントラベルエージェント
の略で以降OTAという）の活用強化
黒潮町観光ネットワークが旅行会社を対象とし
たモニターツアーを実施し、発信画像の選定を行
い旬な情報を出したり、情報発信の仕方を工夫し
たりして、OTAや口コミサイトの活用を行い、
黒潮町内の宿泊施設、観光体験施設がOTAの運
用するサイトへ掲載される機会の拡大を目指す。

③地域内の観光消費額増加を図る
黒潮町内で周遊キャンペーンの実施、町内の各
観光施設において、旅行者に対し、地域の特産品、
体験プログラムなどを紹介、町内の他施設を勧め
る体制を構築する。
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（※）「防災の取り組み」とは、黒潮町は日本一の

津波高が想定された町であり、町独自の防災対策等

のことを指す。被災地としての「防災ツーリズム」

ではなく、「人と自然のつきあい方を考える」視点

での防災プログラムを実施しており、視察・研修が

増えている。現状、年間約1,000人の視察研修の受

入がある。従来は、行政が主体で行っていたため、

無料で実施していたが、現在は、黒潮町観光ネット

ワークが主体となって、有料プログラムとして提供

している。

写真２ 集客が多い代表的なイベント「Tシャツ
アート展」の様子

（※）OTAとは、インターネットのみで取引を行う

旅行会社のことを指す。例えば、宿泊施設、航空券

の予約、宿泊と航空券をセットで販売するダイナ

ミックパッケージ販売などを行うこと。

写真３ 当法人が重点的に取り組む「スポーツツーリズム」



④その他
「スポーツツーリズム」の動きは、高知県西南
地域（幡多地域）全体での取り組みであり、来訪
者が多い場合の宿泊施設不足分は、幡多地域内の
黒潮町以外の市町村で補う方針である。

4-2.（一社）幡多広域観光協議会
（1）取り組み概要
（一社）幡多広域観光協議会は、高知県西南

地域（幡多地域）にある四万十市、土佐清水市、
宿毛市、黒潮町、大月町、三原村の６市町村（図
表９）が密接な地域連携を目指し、2010年に設
立された。

2008年に国が広域的な連携・役割分担による観
光地づくりの事例構築の支援のために制定した
「観光圏整備法」に対応するために立ち上げた「四
万十・足摺エリア（幡多地域）観光圏」が原点で
ある。その後、2010年、観光庁が、観光圏内の地
域資源を活用した着地型旅行商品の企画販売を促
し、市場と地域をワンストップでつなぐ窓口の機
能を担うことを目的に「観光地域づくりプラット
フォーム」を全国45カ所認定した。そのうちの一
つが「四万十・足摺エリア（幡多地域）観光圏」
である。同年、歴史的にも文化的にも一体的な地
域として推移してきた幡多地区の６市町村がより
密接な連携を行うために、（一社）幡多広域観光
協議会を設立した。
高知県は、県内の観光振興を目的に、2013年高

知・西南地域観光キャンペーン「楽しまんと！は

た博」（以下、「はた博」という）を開催した。「地
域の連携は、なかなかハードルが高い」と、よく
言われるが、この地域では、「はた博」開催に向
けての準備段階で、一体感を醸し出したことに加
え、博覧会が盛況であったことから、密接な地域
連携体制を構築することができた。また、この博
覧会の延長線上で、各市町村の中核的立場にある
課長クラスが緊密に連携する風通しの良い組織と
なっていったことも奏功した。
「はた博」開催・成功体験で得られた地域の関

係性の良好さを維持していくため、2015年３月
「幡多広域観光振興計画」(第Ⅰ期計画）を策定し、
今後６年間で達成するべき目標数値を設定した。
その後、同年11月に観光庁は、「日本版DMO候
補法人の登録制度」を創設した。この制度主旨に
沿った形で、2016年８月に組織が「候補DMO」
に認定され、その後、2019年３月には、正式な「登
録DMO」に認定された。
この協議会の事務局の人員構成は、従業者数６
名（内訳：社員４名、専門員１名、臨時職員１名）
である。事業の柱として取り組むものは、「ス
ポーツツーリズム」、「教育旅行」、「一般旅行」、
「国際観光」の４部門である。
幡多地域は、全国的にも認知度が高い自然豊か
な四万十川を筆頭に、海、山、農村での体験メ
ニューが豊富にあり、四国内、高知県内でも「教
育旅行」受入の先進地として、首都圏、関西圏を
中心に積極的なアプローチを行ってきた（図表
10）。
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図表９ 高知県幡多地域(6市町村)の位置図

図表10 幡多地域観光PRロゴ



（2）取り組みによる成果
① 「スポーツツーリズム」で受入数、目標達成
「来訪者満足度」でも達成
重点取り組み項目の一つである「スポーツ
ツーリズム」で2019年度の年間受入人数の目標
数値101,500人→実績値182,587人（達成率
179.9%）となり、目標を達成した。
また、「来訪者満足度」（５点満点）目標4.0
→4.7（達成率117.5%）となっている。

②「教育旅行」実施による経済効果は、直接効果
約1,700万円、波及効果約2,700万円。
核とする取り組みは、「教育旅行」である。因
みに、2019年度の受入事業の状況は、団体数15、
受入人数862人となっている。なお、経済効果で
表すと、直接効果約1,700万円、波及効果約2,700
万円となる。
「教育旅行」の取り組みでポイントとなること

は、学校ニーズ等に対応した体験プログラムを造
成していくことである。なお、参考までに2019年
度、実際に実施された体験プログラムの内、人気
の上位３項目の学校数、延べ参加人数は次のとお
りである（図表11，12）。

③「一般旅行」による効果として、「はた旅」（自
然体験プログラム紹介予約サイト）体験利用者
数で目標達成、県内で宿泊需要喚起を促した
「はた旅」を通じての体験観光の利用者数の
2019年度目標数値29,000人→実績値29,793人（達
成率102.7％）であり、目標を達成した。
この協議会が運営するホームページを通じてエ
リア内で体験観光を行った方にアンケート調査し
た結果、「高知県内に宿泊した」と答えた割合が
95.7％となり、幡多エリアでの体験観光が、県内
での宿泊需要喚起を促した。
④継続的外国人誘客の取り組みで、外国人延べ宿
泊者数が増加基調で推移
2017～2018年度にかけて、外国人誘客に関して継
続的に取り組みをしてきた内容は、体験プログラム
の注意事項や説明書きの多言語化（英語・中国語）、
外国人受入態勢に関する事業者へのヒアリング実
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図表11「教育旅行」で実施された体験プログラム上位実施例

図表12 (一社)幡多広域観光協議会が取り組む「教育旅行」パンフレット掲載の実施例



施、外国人対応の体験プログラム20件造成、英語版
ホームページ制作（予約サイトを構築し、クレジッ
トカード決済を導入）、県おもてなし課主体の外国
人による受入研修の実施等である。加えて、2019
年度は、短期滞在外国人対象の「SHIMANTO
ASHIZURI Bus Pass」を造成し、高知西南交通
（株）と連携した「バスパス３日間乗り放題3,000
円」、「５日間乗り放題3,500円」を販売した。
上記の取り組みにより、外国人延べ宿泊者数が、

2017年度10,718泊、2018年度12,101泊、2019年度
13,458泊と増加基調で推移している（図表13）。

（3）現状の課題
①体験プログラム手配の非効率、事業者の高齢化
等について
事業者への体験プログラムの手配は、電話、
FAXが主流である。紹介手数料の徴求方法につ
いても、現地に直接赴いており、人手と時間を要
し、業務効率が悪くなっている。また、事業者の
３分の１から４分の１程度が60代後半以上となっ
ており、担い手の高齢化が進んでいるため、今後、
後継者不足が懸念される。
②手数料収入について
一般旅行者による申込の場合、宿泊費、交通費
などは、発地払いが多く、徴求できる取扱手数料
は、体験プログラム紹介手数料のみとなるなど、
非常に少なくなる。また、発地側の旅行代理店、
予約サイトで、体験プログラム等の申込を行う

と、実質収入がほとんどない。
③安定的財源の確保
DMO組織を運営するに当たり、安定的財源の
確保が必要であるが、この協議会の本業（旅行商
品販売手数料）から生み出す収益のみでは、管理
費（人件費、一般管費）、事業費（PR、ガイドブッ
ク等情報発信事業等）の経費が賄えず、県・市町
村による支援が必須である。

（4）今後の取り組み・展望
①幡多広域観光振興計画（第Ⅱ期計画）に基づく
取り組み
2020年度～25年度に向けて幡多広域観光振興計
画（第Ⅱ期計画）を策定し、幡多広域観光におい
て、この組織が目指す６年後のありたい姿（ビ
ジョン）を実現するための基本コンセプトや基本
方針を定めた。高知県が観光分野で推進する、
「リョーマの休日～自然＆体験キャンペーン～」
に則った形で、基本コンセプトに、「幡多地域で、
１泊でも長く滞在してもらう」内容を掲げ、ター
ゲットは、「自然体験に関心が高い20～40代の子
連れファミリー層」、エリアは、「国内では、関西
圏、近畿圏」などを想定している（図表14）。
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図表13 外国人延べ宿泊数推移

図表14 幡多広域観光振興計画基本コンセプト・
基本方針(第Ⅱ期2020～2025年)



②GTFS-JP（※） データ整備、高知県オープン
データサイトを活用した交通検索サイトへの情
報提供を通して、地域内公共交通情報の可視化
を目指している
例えば、県外観光客が「鉄道」、「航空機」等を
利用し、幡多地域を訪れたとする。そして、目的
地の「四万十川の佐田沈下橋」等に行く場合、「JR
中村駅」からバスなどの交通機関を利用する必要
がある。その場合、手持ちのスマートフォンの交
通系サイトで検索することが多いと思われるが、
これまでは、地方における地域公共交通の情報
は、サイトに掲載されていないことが多く、情報
不足であった。しかし、幡多地域では、2019年度
より、この協議会が高知西南交通（株）、（株）四
万十交通、幡多地域６市町村を支援する形で
GTFS-JPデータ整備を行い、高知県オープン
データサイトを活用し、Google Mapなどの交通
系検索サイトへそのデータを情報提供している。
この仕組みを推進することで、地域公共交通情報
の可視化を目指している。言い換えると、県外観
光客が「四万十川」などの市街地から離れた目的
地へ向かう場合、地域のバス路線・経路、時刻表、
運賃などの検索が容易に行える仕組みを整えるこ
とである。さらに、この仕組みは、高知県内の他
のエリアでも導入が検討され始めている。次頁に
掲げる図表15,16は、「GTFS-JPデータ整備支援」
や「地域公共交通の可視化」の取り組み状況を分
かり易く示したものである。
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（※）GTFS-JP（標準的なバス情報フォーマット）

とは、国土交通省が2019年３月に策定、公表した、

地域を走るバスの路線、系統、 時刻表、停留所、

運賃などの情報を集約する、国際規格に準拠した日

本規格である。オープンデータ化を通し、「駅すぱ

あと」「ジョルダン」「Google Map」などの一般的

な経路検索サイトから地図表示、経路、運賃検索が

可能となる。
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図表15 (一社)幡多広域観光協議会が取り組んだGTFS-JPデータ整備支援

図表16 (一社)幡多広域観光協議会が取り組んだ「地域公共交通の可視化」



4-3.（一社）仁淀ブルー観光協議会
（1）取り組み概要
（一社）仁淀ブルー観光協議会は、高知県中部

地域を跨ぐ一級河川、仁淀川流域にあり、土佐市、
いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村の１
市４町１村の合計６市町村で構成されている（図
表17）。

2010年、仁淀川流域の６市町村と各地域観光協
会が中心となって、各々が保有する地域資源（史
跡、文化財、自然景観、伝統工芸品）の素材を組
み合わせ、広域的な着地型旅行商品の組み立てや
企画開発を行うための任意団体組織「仁淀川地域
観光協議会」が設立された。この組織が、現在の
「一般社団法人仁淀ブルー観光協議会」の前身で
ある。その後、この任意団体組織は、仁淀川流域
内の６市町村を一括りにした観光振興活動を開始
した。
従前より「仁淀川」という共通の地域資源を持

ち、このエリアが持つ地域資源をどのように活用
すると、この地域が元気になるか等について、頻
繁に各市町村が集まり、議論を重ねてきたという
関係性があったため、地域連携は既に確立されて
いた。
2015年12月、この組織は、法人化された。そし

て、2016年12月には、旅行業法に基づく旅行業登

録を行うとともに、観光客誘致や総合案内、人材
育成に取り組んでいった。また、同年「仁淀川地
域観光振興計画」を定め、翌2017年には、「仁淀
ブルーDMO観光戦略」を策定した。
その後、2020年３月、「登録DMO」に認定さ

れた。

この協議会の人員構成は、理事11名（市町村、
観光協会事務局長）、監事２名（市町村）、事務局
５名（事務局長１名、企画員２名、総務１名、臨
時職員１名）である。
主な取り組み事業は、仁淀川流域市町村の知名
度向上、観光を通じた交流人口の拡大、地域経済
の活性化など５つのミッションのもとに行う、
「着地体験プログラムのサポート」、「周遊促進ツ
アーの造成・販売」、「発着地セールス・プロモー
ション」などである。

（2）事業実施体制について
この協議会は、仁淀川流域６市町村長、高知県
などの地方公共団体と各市町村の観光協会などの
民間団体等で構成される。また、オブザーバーと
して、高知市も参画している。年４回程度、ワー
キンググループを開催し、構成団体（６市町村、
観光協会）の実務担当者にDMO推進事業の進捗
の報告及びその時の課題に対して、協議等を行っ
ている（次頁、図表19）。
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図表17 高知県仁淀川地域(6市町村)の位置図

図表18 (一社)仁淀ブルー観光協議会の新しいシ
ンボルマーク



（3）取り組みによる成果
①各施設利用者数、地域内ツアー実績が増加
2017年に策定した「仁淀ブルーDMO観光戦略」
の個別戦略「誘客を促進するためのセールス・プ
ロモーションの強化」に向けた取り組みが奏功
し、各施設利用者数（2014年度95.3万人→2018年
度120.6万人へ５年間の伸長率は約127％）、ツ
アー実績（参加人員：2011年度663人→2019年度
8,014人、ツアー催行本数：2011年度30本→2019
年度272本と大幅に増加）が年々、増加基調で推
移している（図表20,21）。

②公式ホームページへのアクセスが大幅増加
上述①同様に、「仁淀ブルーDMO観光戦略」
の中の個別戦略に掲げる「公式ホームページの充
実」の取り組みにより、公式ホームページへのア
クセス数が、2019年度目標数値395,010ページ
ビューを大幅に上回る実績668,525ページビュー
＜前年対比203％＞となった（図表22）。

（4）現状の課題
①仁淀川及び仁淀川流域（６市町村）の認知度が
低い
高知県への観光旅行に興味があり、過去10年以
内に仁淀川流域に訪問したことがない「非来訪
者」の「仁淀川」の認知度は42.5%と低調であり、
また、仁淀川流域にある多くの市町村も同様に認
知されていない。
②一人当たりの観光消費額が低い
2016年度に実施した「仁淀川地域観光動向調
査」によると、一人当たりの観光消費額は4,824
円と低い。地域内への主な来訪目的である仁淀川
等の自然・景観鑑賞後、地域にお金を落とすコン
テンツ（体験プログラム、飲食、特産品等）が少
なく、宿泊を伴う観光客を誘致する仕組み（宿泊
施設との連携）も確立されてない。
③周遊性が低い
仁淀川及び仁淀川流域（６市町村）の来訪者
5,772人の「平均周遊エリア箇所数」は1.14箇所
となっている。２箇所以上のエリアを周遊してい
る来訪者は724人である。従って、エリア内を２
箇所以上周遊するのは、来訪者全体の12.5％に留
まっている。



33

「高知県内の観光地域づくり法人(DMO)の現状、課題と今後の提言」

四銀経営情報 2020.９

図表19

図表20 仁淀川エリア内の各施設等利用状況推移

図表21 仁淀川地域へのツアー実績推移

図表22 公式ホームページへのアクセス数



（5）今後の取り組み・展望
①仁淀川地域らしい商品開発と品揃え強化
仁淀ブルーDMOアドバイザー（※）を地域に
派遣し、関係各市町村、観光協会等と連携し、着
地型体験プログラムとしての実現性の高い「資
源」と「プログラム実施主体となりそうな事業者」
の優先順位付を行った。その上で、同アドバイ
ザーが、プログラム実施の見込み度が高い実施事
業者を訪問し、関係各市町村で最低１つ、着地体
験プログラムを造成し、仁淀ブルー観光協議会の
ホームページ上で、旅行商品として販売すること
を目的とした取り組みが進められている（図表
23）。

②地域内消費を増やすための取り組み強化
例えば、地域内を周遊途中の観光客が飲食店を
利用する場合、公式ウェブサイト「仁淀ブルート
リップガイド」内で102件に上る飲食店の情報を
閲覧することが可能であるものの、予約可能な仕
組みが構築されていない。
今後も地域の飲食店の情報提供数を増加させる
とともに、公式ホームページ上でお得なクーポン
を発行し、飲食消費、周遊を促す仕組みを確立さ
せることを目指している（図表24）。

③自主財源の確保について
旅行業登録を活かし、旅行手配（現在は、土佐
市、仁淀川町と連携している）による手数料収入、
その他、OTA手数料収入などの手数料事業、JR
四国の観光列車「志国土佐 時代の夜明けのもの
がたり」における弁当販売、書籍販売（※）「仁
淀川はなぜ青いのか」（写真４）による収益事業
やガイドブックへのスポンサー協賛事業等による
ものを強化する。その上で、手数料収入の目標を
設定し、自主財源を確保する仕組みを構築してい
く方針である（図表25）。

34



四銀経営情報 2020.９

（※）仁淀ブルーDMOアドバイザーとは、2017年

度に策定した「仁淀ブルーDMO観光戦略」に基づ

いて、各種施策を実施していく上で高い知見を持っ

た専門家からのアドバイスをもらうことを目的に

2020年度は、（株）リクルートライフスタイルに委

託し、このDMOに派遣されてくる専門家のことを

いう。

図表23 着地体験プログラムの造成状況

図表24 地域内消費を増加させるための取り組みイメージ図

図表25 自主財源収入の状況 単位：円、件



④受入おもてなし体制の整備
仁淀川流域の全情報を（一社）仁淀ブルー観光
協議会に一元化（観光案内総合窓口機能の提供）
を図る。つまり、仁淀川を訪れる観光客が仁淀川
流域の観光施設・宿泊施設等のどこへ行っても、

仁淀川流域内の観光情報を容易に取得することが
可能な仕組みを構築する。
⑤ガイド人材の確保と育成
高知県が実施する「土佐の観光創生塾」と連携
を図りながら、地域の将来の観光を担う人材を引
き続き育成する。
この人材育成については、仁淀流域ガイドの育
成を目的に、県外、県内の他地域の視察研修を
行ってきた。この研修により、ガイドの質及び組
織は充実しつつあり、さらに、観光客の満足度を
向上させて、口コミ等によるリピーターの拡大を
目指すものである。
⑥インバウンド獲得に向けた取り組み
インバウンド獲得に向けた取り組みについて
は、2019年度に（株）リクルートライフスタイル
じゃらんリサーチセンターが実施した現状把握や
受入に向けた課題等を整理することを主眼とした
「インバウンド旅行者の需要創造メカニズム調査」
に協力。
調査の目的は、地方に外国人旅行者を誘客する
ために、ターゲットとコンテンツを選定するため
の研究データを活用し、選定したエリアのコンテ
ンツが実際に誘客できるポテンシャルがあるかな
どを明らかにしていくことである。
調査結果を踏まえて、（一社）仁淀ブルー観光
協議会としての「インバウンドの戦略策定」に繋
げていく計画である。
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（※）「仁淀川はなぜ青いのか」とは、高知県の仁

淀川を楽しみ尽くす情報を詰め込んだガイド本のこ

とで、旅行ガイドアプリ開発の「オンザトリップ」

（東京都）が発行した。オンザトリップは、2018年

12月に航空会社ジェットスター・ジャパンが高知龍

馬空港に就航したことを記念し、アウトドア情報を

集めたアプリ「仁淀川トラベルガイド」を制作した。

そのアプリが好評であったことから、仁淀ブルー観

光協議会が協力してアプリ内の記事を再構成し、書

籍化したものである。

写真４ 仁淀川を楽しみつくす情報を詰め込んだ
ガイド本

写真５ 仁淀ブルー地域内で人気の自然景観(写真左：にこ淵)・アクティビティ(写真右：屋形船)



4-4.（一社）高知県東部観光協議会
（1）取り組み概要
（一社）高知県東部観光協議会は、高知県東部

地域にあり、室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、
田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村の２市
４町３村の合計９市町村が広域の連携を目的に、
2016年設立された（図表26）。

2015年４月から12月にかけて高知県が主体とな
り、高知県東部地域博覧会「高知家・まるごと東
部博」（以下、「東部博」という）が「高知県東部
の人のおもてなしとジオの恵みにであう旅」をコ
ンセプトとして開催された。事例4-2（一社）幡
多広域観光協議会と同様に、地域の連携は、「ハー
ドルが高い」とされているが、この地域では、「東
部博」開催に向けて、地域内外の関係者による検
討会、地域毎の推進委員会等で話し合いを重ねて
準備するなど、市町村や分野の枠を超えて連携
し、地域が一体となって取り組んだ結果、地域内
への集客に成功し、知名度が向上した。
「東部博」で得たノウハウや成果を引き継ぐと

ともに各種の課題に対応しながら、交流人口の拡

大、地域の活性化を図るために、様々な誘客策を
行ってきた。この協議会が観光地域づくりの舵取
り役としての態勢を整備し、DMOの形成・確立
を目指すために関係者で検討を重ねて、2018年３
月に「ひがしこうちDMO形成に向けた観光戦略」
を策定した。その後、2020年３月、「登録DMO」
に認定された。

この協議会の事務局の人員構成は、従業者数６
名（内訳：事務局長１名＜高知県より派遣＞、事
務局次長１名＜旅行会社経験者＞、スタッフ３名
＜うち、市町村からの派遣１名＞、臨時職員１名）
である。また、参加団体は、県、関係市町村、観
光協会、商工会、JA、交通事業者地域活動団体
など現在27の会員により構成されている。
主な取り組み事業は、「教育旅行」を基盤とし
て「田舎生活体験プログラム」、「アクティビティ
（陶芸、かつおの藁焼きタタキづくり体験、マリ
ンアクティビティなど）」等を盛り込んだ「周遊
型旅行商品の造成・販売事業」などである。
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図表26 高知県東部地域(9市町村)の位置図 図表27 高知県東部地域観光PRロゴ



（2）取り組みによる成果
①「教育旅行」受入先を確保出来ている
2020年８月現在、2020年度「教育旅行」受入決
定先は、関西方面の中学校６校、766名、2021年
度は、関西方面の中学校４校、618名となってい
る。
②圏内入込客数、圏内宿泊者数で概ね目標達成
2018年度実績は、圏内入込客数2,454千人（達
成率96.3%）、圏内宿泊者数143千人（達成率
97.8%）となっている。

（3）現状の課題
①「ひがしこうち」の認知度が低い
「ひがしこうち」には、室戸ユネスコ世界ジオ
パークに代表されるダイナミックな「自然」、坂
本龍馬とともに明治維新の原動力となった中岡慎
太郎や三菱グループ創業者である岩崎彌太郎を輩
出した「歴史」、柚子、土佐ジロー、金目鯛、ち
りめんじゃこ、天然鮎などの「食」、イルカとの
触れ合い、マリンアクティビティ、海上アスレ
チックなどの「体験」といった魅力ある地域資源
が多くある。
そういった「自然」、「歴史」、「食」、「体験」と

いう部分で、魅力的な地域資源が多く存在し、一
年を通じて楽しめる地域であることが、まだまだ
知られていない。

②通年観光客入込の確立
この地域は、「シーカヤック」、「トレッキング」、

「天日塩づくり」等の様々な「体験イベント」が
実施されているが、イベント開催時など特定の時
期のみ観光客が訪れる傾向が強く、通年で楽しめ
ることが認知されていないため、滞在時間が短い
「通過型」観光が主流である。

（4）今後の取り組み・展望
①地域内での連携強化を図る
情報の共有や新しいアイデアの取り組みを検討
する場づくりを定例化し、地域における組織の活
動の見える化を図り、地域に必要な組織づくりに
取り組んでいく。
②知名度向上により、入込数増加を目指す
DMOとして、マーケティング分析に基づく広
報・戦略づくりを図り、戦略に基づく情報発信や
プロモーション・セールス活動を展開する。県が
展開する「リョーマの休日～自然&体験キャン
ペーン～」と連携したプロモーションを実施し、
観光入込客数の増加を図る。
このエリアで一番人気の観光施設は、2018年４
月にオープンした室戸市室戸岬町の旧椎名小学校
を改修した「むろと廃校水族館」である。特徴は、
屋外プールと校舎内に設置した水槽に、ブリやサ
バ、地元の定置網にかかったカメなどがゆったり
と泳いでいるところである。オープンして２年以
上経過するが、累計で約30万人以上が訪れている
（次頁、図表28）。
③教育旅行の受入態勢整備の更なる強化
「教育旅行」を基盤とした地域の受入態勢整備
や着地型旅行商品の造成・販売に取り組み、広域
で周遊し地域の強みを活かした「稼ぐ力」を引き
出す仕組みづくりに取り組んでいく（次頁、図表
29）。
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写真６ (一社)高知県東部観光協議会エリア内の
人気地元特産品(安芸釜あげちりめん丼)
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図表28 2018年４月にオープンした「むろと廃校水族館」累計来場者数30万人を突破。１番人気の観光施設。

図表29 (一社)高知県東部観光協議会が「教育旅行」で取り組む「アクティビィティ」実施例



５．（一社）物部川DMO協議会（「候補DMO」
事例）
（1）取り組み概要
（一社）物部川DMO協議会は、高知県中部地

域を跨ぐ一級河川、物部川流域にあり、南国市、
香南市、香美市の３市で構成されている（図表30）。

2015年10月に地元観光協会等が発起し、物部川
流域の南国市、香南市、香美市の３市（以下、「関
係３市」という）で、観光に取り組んでいくこと
を目的とした検討会議が発足した。関係３市で観
光資源を掘り起し、相互理解を深めるための地域
イベント「第１回物部川フェスタ」が開催された
ことが物部川流域での観光振興の始まりである。
2016年６月に、物部川地域に関連する構成員が

情報共有し、その機能や役割を効率的に分担、連
携、協力し、面的に情報発信することで、観光資
源を活用した交流人口の増加及び観光経済の拡大
を指向するとともに、観光・芸術文化の振興等を
推進する目的で、当初は、任意団体として、「物
部川DMO協議会」が発足した。
2019年３月、この協議会は、組織力強化を指向

し、会員である観光事業者等とともに、一般社団
法人化を行った。
2020年３月、この協議会は、「候補DMO」に
認定された。
この協議会の人員構成は、代表理事１名、副代
表理事３名、専任事務局長１名、マネージャー３
名＜広報部門、観光商品造成部門、インバウンド
事業部門各１名＞）の８名である。また、構成員
は、観光協会、商工会、教育機関など27団体ある。

主な取り組み事業の柱は、「企画統括事業」、「情
報発信」、「旅行業を活用した旅行商品造成販売及
びセールス活動」、「人材育成」の４項目である。

（2）事業実施体制について
これまでは、四国銀行とREVIC（株式会社地
域活性化支援機構）等が設立した高知県観光活性
化ファンドが主導して、事業を推進してきた。
2019年度以降、この協議会の一般社団法人化に伴
い、総会、理事会、４役（代表理事、副代表理事）
等の各々の意思決定プロセスに、民間事業者や公
益団体等が多角的に参画し、地域の意見を意思決
定に反映しやすいガバナンスを構築した。行政、
宿泊事業者、飲食業者だけではなく、交通事業者、
農業者、教育機関など多種多様な関係者が参画、
官民が密接に連携し、運営を行っている（図表31）。

（3）取り組みによる成果
①主要観光施設入込客数、主要観光施設消費額
で、概ね目標達成
直近2017～19年度（19年度は６カ月の数値）の
実績は、次のとおりである（次頁、図表32-1，
32-2）。尚、2018年度は、７月の西日本豪雨の影響
等もあり、主要観光施設入込客数、主要観光施設消
費額とも前年比で多少の落ち込みはあったものの、
達成率をみても概ね良好に推移し、地域内には一定
の経済効果をもたらした。
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図表30 高知県物部川地域(３市)の位置図

図表31 (一社)物部ＤＭＯ協議会の構成員・概念図



②「ミキハウス子育て総研エリア認定事業」にエ
リア内11施設が認定された
2017年10月、この協議会は、ミキハウス総研

（株）より「ウェルカムファミリー観光地ものべ
がわエリア」の認定を受け、心に残るおもてなし
を提供できるエリアとして誘客を図っている。ま
た、2018年以降も継続して、年１回の「Happy
Note」（※ミキハウス子育て総研（株）発行・季
刊誌・各回17万部）を活用し、情報発信を行って
きた（図表33）。

③観光人材育成の継続的実施
ものべがわエリア内の事業所を対象に、地域内
観光スポットの特性の確認や受入態勢整備を目指
した知識向上、ノウハウの交換を目的として、関
係３市を周遊視察する研修を実施している。

（4）現状の課題
①物部川地域全体の「お客様に合わせて動ける
セールス役」の確立
旅行業の登録を完了し、独自で旅行商品造成・
販売に向け準備段階にある。今後、各観光事業者
による連携を強化し、物部川地域全体の「お客様
に合わせて動けるセールス役」の不存在の早期解
消を目指している。
②リピーターの来訪に繋げていく取り組み
物部川地域では、「絵金祭り」、「長宗我部フェ
ス」、「龍河洞ナイト」等の数多くの特色ある魅力
的なイベントプログラムが年間を通して実施され
ている（写真７）。
これらのプログラムは各々、歴史的背景やス
トーリー性があり、一定の集客に繋がっているも
のの、イベント開催時の来訪のみの場合が多く、
リピーターとして、日常的な来訪に繋がっていな
い。

（5）今後の取り組み・展望
①地域内の連携強化
この協議会が地域の「セールス役」として、観
光協会等を窓口として各地域と協働し、関係３市
が協力して観光地域づくりを行っていく具体的な
連携体制の運用に着手する。連携に際し、関係３
市の観光振興計画を基本線に、現実的に着手可能
な事柄から始めていく計画である。
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図表32-1 主要観光施設入込客数

図表32-2 主要観光施設消費額

図表33 ミキハウス総研（株）が認定した「ウエ
ルカムファミリー観光地エリア」

写真７ 物部川エリアでの人気イベント



②独自旅行商品造成・国内へのPR推進
2019年に登録した第３種旅行業を活かし、地域
内のコンセプトに則った旅行商品造成を行い、県
外・海外に向けたセールス・PRを積極的に展開
する。
③インバウンド誘客推進
海外向けのターゲットは、主に香港・台湾を対
象エリアに選定し、現地旅行会社とコラボしたツ
アー商品化と受入態勢の整備を図る。
④組織力強化・新規採用の推進
関係３市の観光関連事業者との連携強化・協働
が必要である。事務局における限られた人員のな
かで、各々が持ち前の強みを発揮し、「物部川地
域の観光地づくり」をマネジメントしていくため
の体制づくりに取り組む。組織力強化に向けて、
必要に応じて新規採用による人員の補充も実施し
ていく方針である。
⑤その他
当面の広域観光の目標は「主要観光施設消費
額」、「主要観光施設入込数」、「主要物販施設入込
数」の３項目を中心に取り組みを強化することで
ある（図表34）。

６．高知県内観光地域づくり法人（DMO）
が抱える課題、今後の提言
6-1. 高知県内観光地域づくり法人（DMO）が

抱える課題
これまで紹介してきた高知県内の各DMOの取
り組み事例を踏まえて、見えてきた共通の課題
は、次のようなことが考えられる。
（1）観光地を結ぶ移動交通手段・地域内での周
遊についてアクセスの改善を図る
県内各DMOは、地域内の観光資源等を効果的
に一元的に情報発信し、エリア全体にその恩恵を

行き渡らせる必要があるが、観光地・観光施設間
の連携が十分ではなく、特に地域内を周遊する際
の二次交通のアクセス改善が必要であると考え
る。

（2）経営上の安定的な自主財源を確保する
組織運営上での課題は、「安定した自主財源の
不足」が挙げられるが、現状、県内の各DMOの
旅行商品販売手数料収入は、非常に少額である。
組織としては、自主的な活動をするための最低限
の財源を確保するのが望ましい。しかし、足元で
はDMO自体で十分なお金を稼ぐ仕組みを模索し
ている途上にあるため、行政からの負担金等によ
る支援なしでは、安定したDMOの経営は厳しい
状況である。

（3）専属の経営人材、専門的人材の育成を図る
組織の人材面でも「専属の経営人材が不足」し、
県内の多くのDMOに属する「経営人材」は、県
からの出向者や市町村職員で構成されることが多
く、転勤等で、人員の入替が発生すると、これま
での良いノウハウの蓄積が失われる可能性がある。

6-2. 高知県内観光地域づくり法人（DMO）へ
の今後の提言

これまで言及してきたDMOの事例、それを踏
まえての共通の課題より、当研究所は、県内各
DMOやその事業関係者等に向けて、以下の内容
を提言する。
（1）地域公共交通の観光への活用を促進する
高知県の場合、県外観光客が地域内を周遊する
交通手段は、自家用車が多くを占めている。自家
用車での周遊の場合、各DMOが課題で挙げてい
た「通過型」観光の解消には繋がりにくい。そこ
で、県外観光客に少しでも地域内で長時間の滞在
を促すためには、なるべく地域の公共交通を利用
してもらう必要がある。そして、地域内の施設に
数多く立ち寄ってもらうなかで、消費を喚起する
ための工夫を行うことがポイントとなる。例え
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図表34



ば、地域の観光施設、地域内での飲食利用、地域
公共交通の乗車券がセットになった仕組みを構築
し、県外観光客へ満足度の高いサービスを提供し
ていくことなどが考えられる。言い換えると、地
域の生活の足でもある「公共交通」を検証し、「鉄
道」、「路線バス」、「タクシー」、「デマンドバス」
を観光に活用していくことで、地域内に一定の経
済効果を生み出す仕組みである。
参考事例は、（一社）幡多広域観光協議会の管
轄地域内を（一社）四万十市観光協会が企画し、
原則土・日・祝日に、高知西南交通（株）と連携
して、運行されている「四万十川バス」である。
具体的には、列車とバスをつなぐ四万十川周辺を
周遊する１日コース（中村駅７：50出発、午前中
で沈下橋４カ所を周遊し、15：00中村駅に到着す
る。大人１名2,400円）と半日コース（Aコース
中村駅７：50出発、午前中で沈下橋３カ所を周遊
し、10：40江川崎駅到着するなど。大人１名
1,500円）がある。また、四万十市を周遊するた
めに、行政から高知西南交通（株）が委託を受け
て運行されている「中村まちバス」（電話に応じ
て運行するITS（※）を利用した日本初のデマン
ドバス「予約運行型バス」大人200円均一）も挙
げられる（図表35）。

別途、週末（金、土、日）・祝日限定で四万十
市内各所を起点として、四万十市に隣接する土佐
清水市、宿毛市の観光施設等を周遊するルート
「しまんとあしずり号」の設定もある（次頁、図
表36）。
高知県幡多地域は、県内でも県都の高知市から
は、距離が遠く、地理的に不利な面もあるが、県
外観光客に域内で人気スポットの四万十川周辺を
快適に公共交通機関を利用して周遊してもらい、
周辺の観光施設に立ち寄ると利用料金の優待サー
ビスが受けられたり、また、提携施設では、お土
産品がプレゼントされたりする仕組みが確立され
ている。
直近で公表されている、2018年「高知県観光動
態調査」によると、一人当たり平均観光消費額は、
四万十川地域で27,459円と、県内平均の25,233円
よりも高く、地域公共交通を利用し、観光客に周
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図表35 「中村まちバス」ルートの実施例

（※）ITSとは、Intelligent Transport Systemsの略で、

高度道路交通システムと訳す。「人と道路と車の間

で情報を受発信するシステム」のことをいう。ITS

は様々な取り組みを行っているが、「移動支援情報

プラットホーム活用による効果的交通課題の解決」

もその目的の一つである。



遊してもらうことで、地域内の観光施設へ立ち寄
る機会が増加し、滞在時間延長や地域内での消費
額増加に寄与していると考えられる。

（2）観光地域づくり法人（DMO）運営の財源
である手数料収入の強化を図る仕組みの確立を
目指す
地域へ多数の来訪者を呼び込むためには、
DMOが求められる役割で述べたように、「地域
ブランド」を構築する必要がある。さらに、県内
各DMOは、地域の周遊観光をコーディネートす

る拠点等を設置（専属人材１名以上を配置）する
なか、DMO独自で数多くの旅行商品を造成・販
売し、ツアー企画・実施、宿泊、飲食、交通、体
験ツアーへの対応等をワンストップで行い、組織
をマネジメントする活動に充当可能な資金を稼ぎ
出す仕組みの確立を目指すことが望まれる。
参考事例は、高知県内の取り組み事例で紹介し
た4-1特定非営利活動法人NPO砂浜美術館（幡多
郡黒潮町）、「地域DMO」が中心となり推進する
「スポーツツーリズム」の取り組みである。
図表37は、高知大学地域協働学部が産業連関表
を用いて「スポーツツーリズム」がもたらす黒潮
町への経済効果を示したものである。
DMOは、自ら主体となり、宿泊、飲食の手配、

スポーツ合宿誘致をワンストップで行ってきた。
黒潮町外への宿泊者が多い等、いくつかの課題は
残るものの、宿泊需要全体としては、幡多地域内
での囲い込みに成功している。また、地元へ一定
の経済効果があったことも確認できた。さらに、
DMOとしても、宿泊手配の手数料など一定の収
入も確保している。

（3）観光人材の育成強化を図る
県内各地のDMOは、各エリア内において、「行
政」、「地域住民」、「観光事業者」、「地域おこし協
力隊」等の関係者が一体となり、ワークショップ
を開催し、そこで抽出された地域の強み、弱み、
課題等の共有化を図ることが重要である。その上
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図表36 週末、祝日限定の周遊ルート実施例

図表37 「スポーツツーリズム」がもたらす経済効果について＜2017年調査＞



で、「観光地域づくり」、「おもてなし」を牽引す
る「観光人材」を各DMOで育成していくことも
求められる。
「観光人材」の育成強化を図る方法としては、

例えば、高知県が2015年度より毎年実施している
「土佐の観光創生塾」の活用を推奨する。このカ
リキュラムは、地域が主体の観光地域づくりを推
進するため、観光事業者等のスキルアップと観光
商品づくりを学ぶ場として開催してきた。2020年
度の場合、①「観光商品づくり導入編」、②「観
光商品づくり・販売に向けた実践編」、③「観光
商品の販売拡大に向けたパワーアップ編」で構成
されている。①、②は県内３地域で実施し、各講
座とも45名程度（各地域15名程度）、③は県内全
域で６名程度に参加者を限定し、開催される。受
講者の現状と課題に寄り添いながら、ありたい姿
を表現するための伴走型支援が実施されている
（図表38）。
なお、このカリキュラムを受講した後に、県内

各DMOで観光商品化に活かされた事例も多数存
在する。

6-3. 高知県内各観光地域づくり法人（DMO）
の今後の展望

高知県内の各DMOは、昨今の新型コロナウイ
ルス感染収束後を見据えて、新時代に対応した観
光のあり方を観光事業関係者全員で、①徹底した
衛生管理、②密集・密接・密閉の３密防止を意識
した体験プログラムの造成・販売、③自前の
webサイトを活用した旅マエにおける現地の安
心・安全情報の事前告知の推進、④webサイト
上の現地の観光情報更新頻度の見直しなどを念頭
に置いた上で、十分な議論を重ねていくことが望
まれる。その上で、例えば、新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から、これまでのような日本
人が海外へ旅行する意欲は、当面は自粛する動き
が予想され、今後、国内旅行へのニーズが高まる
ことが想定される。また、企業活動における「テ
レワーク」の進展により、例えば、首都圏、関西
圏などの大手企業の従業者などが地方の宿泊施設
を拠点とした「長期滞在型テレワーク」のニーズ
なども想定される。
現在、高知県内の観光関連産業は、過去に類を
見ない苦境に立たされている状況にあるが、この
状況を前向きに捉え、当面は、国・高知県・県内
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図表38 2020年度「土佐の観光創生塾」⇒観光商品の造成・磨き上げ、継続した販売につなげる手法や事
業者連携等について学ぶプログラム



各市町村が独自で実施する観光支援策を上手に活
用し、高知県内、近隣の四国４県からの観光客を
ターゲットとし、また、新型コロナウイルス感染
状況を見極めながら国内客で県内での一人当たり
観光消費額が高い関西圏、首都圏を中心とした県
外観光客、「テレワーク」実施済の大手企業など
にも目を向けた積極的なプロモーションを展開し
ていくことなどが考えられる。

おわりに
高知県内の地域観光振興の中心的存在である県
内各地の観光地域づくり法人（DMO）は、まず
「候補DMO」となり、やがて「登録DMO」へと
進化を遂げていく。そして、この進化を遂げた
「登録DMO」は、組織が一体となり、それぞれ
の地域の実情に根差した観光振興のあり方を模索
し続け、専門的人材を擁した組織を確立させてい
くことが望まれる。本調査が県内各観光地域づく
り法人（DMO）のこれからの「将来ビジョン」
等を検討する材料の一つとして、その一助になれ
ば幸いである。

＜参考文献・資料など＞
○2017年５月 高橋一夫氏 著 「DMO観光地
経営のイノベーション」
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官民連携のイノベーション～」

○2019年７月 高知大学地域協働学部 中澤 淳
治氏、特定非営利活動法人NPO砂浜美術館
村上健太郎氏 「産業連関表を活用した観光ま
ちづくり評価システムの試み」セミナー資料

○2019年８月 高知県産業振興推進部計画推進課
発刊「第３期高知県産業振興計画」ver.4

○2019年11月 特定非営利活動法人NPO砂浜美
術館「日本版DMO事業報告書」他資料

○2020年２月 （一社）高知県東部観光協議会
「高知県東部 広域観光振興中期（長期）計画」
他資料一式
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「候補DMO」登録一覧資料
○2020年５月 （株）四銀地域経済研究所「新型
コロナウイルス感染拡大の高知県内企業への影
響調査」資料

○2020年６月 土佐観光創生塾 配布資料「地域
がいまからやるべきこと～新型コロナ感染期を
受けて～」、「高知県の観光振興施策」他

○2020年６月 （一社）幡多広域観光協議会「幡
多広域観光振興計画（第Ⅱ期計画）」他資料一
式

○2020年８月 高知県産業振興推進部計画推進課
発刊「第４期高知県産業振興計画」
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高知県の景気動向を観測するため、県内企業経営者へのアンケート方式による景況調査を年４回
（２・５・８・11月）実施している。※1992年調査開始(年２回)、2000年から(年４回)変更

調査目的 高知県内企業の景況感把握
調査対象 高知県内に事業所を置く法人148/181社（回答率 81.8％）
調査方法 郵送で配布
調査事項 自社業況の総合判断、売上高、経営利益、設備投資、在庫、雇用など
調査時期 2020年５月７日～５月27日

Summary
◆ 今期（４～６月期）、自社業況の総合判断ＢＳＩは、全産業で前期（１～３月期）の－16から

－49に悪化。悪化は２期連続で、リーマン・ショック後の2009年１～３月期（－38）を超える
落ち込みとなった。

◆ 来期（７～９月期）も全産業で－53。今期をさらに上回る悪化の見通し。
◆ 資金繰りBSI は、今期見込みが－９となり、７年ぶりにマイナスへと転じた。
◆ 新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）による外出自粛要請等が、企業活動に大

きな影響を及ぼし、全ての業界で景況感は悪化しており、景気の先行きや資金繰りへの危機感
が高まっている。

Business Survey Index（ビジネス サーベイ インデックス）の略称。好転した
企業と悪化した企業の割合の差で企業経営者のマインドから景気判断をみる指標で
ある。前回調査と比較し、BSI がプラスであれば、その項目は「良い、好転、上昇」
とみることができ、逆にマイナスであれば「悪い、悪化、下降」と判断できる。

BSI について

※本文のBSI は、小数点以下の四捨五入により（好転）-（悪化）の数値と一致しない場合がある。

調 査 要 綱

業種別回答企業数
業 種 回答企業数 シェア(％)

製

造

業

飲食料品 9 6.1
木材・木製品 6 4.1
製紙 7 4.7
機械 9 6.1
窯業・土石 10 6.8
その他製造 13 8.8
製造業 計 54 36.5

非

製

造

業

スーパー・デパート 6 4.1
衣料品販売 5 3.4
食料品販売 8 5.4
自動車販売 6 4.1
建設資材販売 8 5.4
石油販売 4 2.7
その他販売 19 12.8
運輸業 7 4.7
旅館・ホテル 6 4.1
その他サービス 12 8.1
建設業 13 8.8
非製造業 計 94 63.5

合 計 148 100.0

資本金規模別回答企業数
規 模 回答企業数 シェア(％)

10百万円未満 7 4.7
10百万円以上～30百万円未満 64 43.2
30百万円以上～50百万円未満 37 25.0
50百万円以上～100 百万円未満 26 17.6
100 百万円以上 14 9.5

合 計 148 100.0

従業員規模別回答企業数
規 模 回答企業数 シェア(％)

10人未満 19 12.8
10人～29人 34 23.0
30人～49人 19 12.8
50人～99人 31 20.9
100人～199人 27 18.2
200人～299人 5 3.4
300人以上 13 8.8

合 計 148 100.0
注：四捨五入の関係で合計が 100％にならない場合がある。
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１ 2020年４～６月期（今期）見込みと2020年７～９月期（来期）見通し
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2020年４～６月期（今期）見込み
～調査開始以来最低であったリーマン･ショック時
(2009年１～３月期 －38)を超える景況感の悪化～
◆自社業況の総合判断 BSI は、全産業で前期
(2020年１～３月) の－16から－49に大幅な悪
化。現在の調査方式になった2000年以来、最
も低い水準となった。2009年のリーマン・
ショック時は波及的な影響で、一部の業種に
大きな悪化がみられたが、今回のコロナショッ
クでは、政府からの強い自粛要請などにより
ヒト・モノの流れが制限され、身近で直接的
な影響が全業種へと広がった。

◆製造業は、前期の－21から31ポイント低下し
－52。前期より好転すると答えた企業は０で
あった。

◆非製造業は、前期の－12から36ポイント低下
し－48。６期連続悪化。好転は､自粛生活で需
要が増えたスーパー･デパート＋50のみ。

2020年７～９月期（来期）見通し
◆自社業況の総合判断 BSI は、全産業で－53。
すべての業種がマイナスの見通しとなった。

◆製造業は－57で、大幅な悪化。
◆非製造業は－51。７期連続悪化の見通し。

（１）自社業況の総合判断ＢＳＩ

【全産業】自社業況の総合判断 推移表
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（２）売上高ＢＳＩ

【全産業】売上高ＢＳＩ推移表

2020年４～６月期（今期）見込み
～売上高 BSI は、17年ぶりに最低を更新～
◆売上高 BSI は、全産業で前期の－19から34ポ
イント低下し－53。悪化は６期連続で、高知
県経済が低迷し倒産が相次いだ2003年４～６
月期(－39)を大幅に上回る悪化となった。
新型コロナウイルスの影響により、世界中

のヒト・モノの動きが強く制限されたことに
よる販売不振で、現在の調査方式になった
2000年以来最大の落ち込みとなった。

◆製造業は、前期の－18から38ポイント低下し
－56。

◆非製造業は前期の－19から32ポイント低下し
－51。６期連続で悪化。自動車販売、石油販
売､旅館・ホテルで－100となり､自粛生活によ
り外出型の消費が大幅な減少となった。

2020年７～９月期（来期）見通し
◆売上高 BSI は、全産業で－56。悪化は７期連
続となる見通し。

◆製造業は－56。３連続悪化の見通し。
◆非製造業は－56。７期連続悪化の見通し。
スーパー・デパートが－83となり、今期の＋
50からの反動で大幅な減少に転じる見通し。
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（３）経常利益ＢＳＩ

【全産業】経常利益ＢＳＩ推移表

2020年４～６月期（今期）見込み
◆経常利益 BSI は、全産業で前期の－18から28
ポイント低下し－46。悪化は２期連続。リー
マン・ショック時（2009年１～３月期）－39
を超える悪化となった。

◆製造業は、前期の－28から15ポイント低下し
－43。悪化は２期連続となり、売上不振が最
大の要因。外出自粛の影響で観光関連・飲食
店等の需要が激減した飲食料品製造が押し下
げた。

◆非製造業は、前期の－11から37ポイント低下
し－48。６期連続で悪化。自粛生活で需要の
増えたスーパー・デパートが＋50。一方、自
動車販売、石油販売、旅館・ホテルで売上高
の大幅な減少等により－100となった。

2020年７～９月期（来期）見通し
◆経常利益 BSI は、全産業で－50。３期連続で、
今期よりさらに悪化する見通し。

◆製造業は－54。３期連続悪化の見通し。製紙
では、前期の家庭紙部門の特需から一転、反
動減で－86となった。

◆非製造業は－48。７期連続悪化の見通し。
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（４）在庫ＢＳＩ

【全産業】在庫ＢＳＩ推移表

2020年４～６月期（今期）見込み
◆在庫 BSI は、全産業で前期の＋５から３ポイ
ント上昇し＋８となり、過剰感が増している。
政府の緊急事態宣言による全国的な自粛要請
で、あらゆる業種の需要と供給の環境が、急
激に変化したためである。

◆製造業は、前期の＋８から２ポイント低下し
＋６。

◆非製造業は、前期の＋２から８ポイント上昇
し＋10。衣料品販売は＋40、旅館・ホテルで
は＋33となり在庫過剰となっている。

2020年７～９月期（来期）見通し
◆在庫BSI は、全産業で＋7。
◆製造業は＋９となり、今期見込み（＋６）よ
り過剰感が増す見通し。

◆非製造業は＋５、今期見込み（＋10）と比べ
ると、過剰超ではあるが適正水準に近づく見
通し。
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（５）資金繰りＢＳＩ

【全産業】資金繰りＢＳＩ推移表

2020年４～６月期（今期）見込み
◆資金繰り BSI は、全産業で－９。前期の＋３
からは12ポイント低下した。資金繰りが苦しい
状態を示すマイナスに転じたのは2013年１～３
月期（－５）以来７年ぶり。
売上高減少のなかでも、人件費や家賃などの

固定費負担は変わらず、資金繰りが苦しくなる
企業が増えている。

◆業種別では、運輸、スーパー、機械製造、建設
業などで、資金繰りに余裕のある業種もある。

◆一方、新型コロナウイルスによる外出自粛要請
の影響が直撃している旅館・ホテルが、厳しい
見込みとなっている。

2020年７～９月期（来期）見通し
◆資金繰り BSI は、全産業で－９から５ポイン
ト低下し－14。緊急事態宣言の解除があって
も、企業・消費者のマインド低迷が続く懸念か
ら、経済の回復は不透明であり、今期よりさら
に厳しくなる見通し。

◆製造業で－９、非製造業で－16の見通し。
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２ 設備投資

（１）設備投資動向

【全産業】設備投資動向推移表

2020年上半期（１～６月期）見込み
～設備投資マインドは大きく低下～
◆今期、新規・継続設備投資をする企業の割合は、
前期（2019年７～12月期）の52％から43％に
大きく低下。

◆製造業が、前期の74％から56％に18ポイント
低下。非製造業が、前期の40％から36％に４
ポイント低下。

◆また、設備投資のうち「新規投資」に取り組
む企業の割合が2016年7～12月期の26％をピー
クに右肩下がりで続いており、今期は10％に
まで低下。前向きな投資の落ち込み傾向は明
らかである。

2020年下半期（７～12月期）計画
◆2020年下半期に設備投資を計画する企業の割
合は49％、うち新規投資は15％と、計画段階
としては低水準。先行き不透明感から慎重姿
勢になっている。
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◆2020年上半期の設備投資目的は、全産業で「維持･補修･更新」が88％で最も多く、次いで「合理化・
省力化」が27％、新規設備投資に取り組む企業の減少傾向に伴い、「維持･補修･更新」の割合は上昇
している。

◆但し、非製造業では、「生産・販売力の拡充」が２番目に多く、24％となっている。
◆その他では、「BCPの策定」や「デジタル化の促進」をあげる企業があった。

（２）設備投資目的

① 2020年上半期（１～６月期）見込み

② 2020年下半期（７～12月期）計画

◆2020年下半期の設備投資目的は、「維持・補修・更新」が81％と最も多く、次いで「合理化・省力化」
25％、「生産・販売力の拡充」24％となっている。
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【全産業】雇用ＢＳＩ 推移表

2020年４～６月期（今期）見込み
～人手不足感が急激に弱まった～
◆雇用 BSI は全産業で－11。前期の－33からは
22ポイント上昇した。

◆製造業では－20、前期－26からは、６ポイン
ト上昇した。

◆非製造業では前期－38から32ポイント上昇し
－６となり、慢性的な人手不足感が急激に低
下した。過剰超を示すプラスとなったのが旅
館・ホテルの＋50、衣料品販売＋40などで、
新卒の入社時期であることと、経済活動が抑
制され、仕事量が減ったこと等が要因と考え
られる。

2020年７～９月期（来期）見通し
◆雇用BSI は全産業で－13。
◆製造業で－15となり、今期から５ポイント上
昇。非製造業では－12、今期から６ポイント
低下する見通し。

◆緊急事態宣言解除後も、経済の先行きが不透
明なことから、仕事量の減少等で新規の雇用
は抑制され、今後、雇用情勢は厳しくなるこ
とが予想される。
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４ 経営上当面の課題

◆全産業で「販売力の強化」が62％と最も多い。業種別でも製造業で69％、非製造業で59％と最も多く
なっている。

◆資金繰りの影響で非製造業は、「経費削減」（前期18⇒今期31）の割合が増えた。

５ 今後の経営方針

◆今回の調査では全産業で「販売・受注の停滞、減少」が65％と、前回に引き続き一番の経営課題とな
り、販売不振の深刻化が明らかになっている。

◆業種別にみると、製造業では「販売・受注の停滞、減少」（前期66％⇒今期78％）の割合が高くなった。
◆非製造業では、前期と比べて「販売・受注の停滞、減少」（前期56％⇒今期57％）の割合はほぼ横這
いであったが、「人手・人材不足」（前期63％⇒今期49％）が減少したため、１位となった。

◆新型コロナウイルスの影響による外出自粛要請等が、企業活動に大きな影響を及ぼし、全ての業界で
「販売・受注の停滞、減少」の割合が高まっている。



当研究所が行った｢高知県内企業の景況調査｣によると、今期（2020年４～６月）の自社業況
判断BSIは－49で、リーマンショック直後の悪化幅を上回る落ち込みとなった。来期（７～９
月）見通しは－53となり、今期をさらに上回る悪化となるなど、景気の先行きは不透明感が強
くなっている。４月に行った「新型コロナウイルスの影響調査」では、高知県内で７割の企業
がマイナスの影響を受け、６割が「今後影響は大きくなる」と懸念しており、今後の景気動向
に不安を募らせる企業が多いなか、賃上げの動向が注目される。
このため、高知県内の賃金実態を探るべく、本調査を実施した。なお、アンケート設問と本
稿における「賃上げ」の定義については、下記のとおりである。
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2020年 高知県内企業の賃上げ（予定を含む）調査2020年 高知県内企業の賃上げ（予定を含む）調査
2020年６月

株式会社 四銀地域経済研究所

調 査

賃上げの定義について
本調査における「賃上げ」とは、「定期昇給」、「ベースアップ」、「賞与・一時金」
のいずれか、または、すべてを含む。理由は下記の通り。
〇「賃上げは一時金を含めた年収ベースで判断すべき」（経団連）のように、「賞与・
一時金」を含んだ概念としても用いられる場合がある。

〇中小企業においては定期昇給を含む賃金制度を持たない企業がある。

Summary
●正社員の賃上げ（定期昇給、ベースアップ、賞与・一時金のいずれかまたはすべて。以
下同じ）を実施する企業の割合は、72.5％で、昨年より15.6ポイント低下し、2016年の
調査開始以来最も低い数値となった。
●非正規社員の賃上げを実施した企業の割合は、昨年より18.2ポイント低下し、36.6％と
なった。調査開始時点から右肩上がりであった賃上げ実施企業の割合が下がり、非正規
社員の待遇改善は、広がりの動きが弱まった。
●正社員の賃上げ額は、１千円以上３千円未満が42.7％で、最も割合が高かった。

非正規社員の時給引き上げ額は、54.0％が30円以上であった。
●賃上げの理由としては、「社員のモチベーション向上」（62.0％）が最も多く、昨年、半
数近くを占めた「採用・人材の確保」（38.0％）は、割合が低下した。
●今年の賃上げは、新型コロナウイルスの影響もあり、景気の先行きや減収減益による資
金繰りへの危機感が高まるなかでも、社員のモチベーション向上を重視し、人材確保の
ため、７割を超える企業が賃上げを実施することがわかった。

はじめに

調 査 要 綱
調査時期 2020年５月７日～５月27日
調査対象 高知県内に事業所を置く法人148/181社（回答率 81.8％）
調査方法 郵送で配布（第149回景況調査に同梱）



●正社員の賃上げ（予定を含む。以下同じ）を実施した企業の割合は、昨年より15.6ポイント
低下し72.5％となり、2016年の調査開始１以来最も低い数値となった。（最高は、2019年の
88.1％）
●賃上げの内訳をみると、最も多いのが「定期昇給のみ」の53.4％で５割を占めた。次いで「定
期昇給、ベースアップの両方」（13.6％）、「定期昇給、賞与・一時金」（12.6％）、「ベースアッ
プのみ」（7.8％）、「定期昇給、ベースアップ、賞与・一時金すべて」（6.8％）、「賞与・一時
金のみ」（4.9％）と続いた。その他、各種手当を増額する企業もあった。
●「ベースアップ」を実施した企業の割合（「ベースアップのみ」、「定期昇給、ベースアップ
の両方」、「定期昇給、ベースアップ、賞与・一時金すべて」の合計）は28.2％で、昨年より
2.7ポイント低下した。
●業種別では、昨年賃上げ実施率が最も高かった製造業は、94.4％から18.4ポイント低下し、
76.0％となった。また、４業種すべてで、「賃上げの予定はない」の割合が去年を上回った。
●今年から新設した「未定」は7.0％となった。新型コロナウイルスの影響もあり、景気の先
行きが不透明な状況で、今回調査（５月）時点では賃上げを決めかねている企業もあった。
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１．正社員の賃上げ（定期昇給、ベースアップ、賞与・一時金等含む）

１ 賃上げ調査は2015年より実施しているが、2015年は正社員賃上げ回答項目に「定期昇給」の項目を含んでおらず、次年以
降の数値と接続ができない。このため、本調査における「調査開始以来」の記載は、2016年以降の調査を指す。



●非正規社員の賃上げ（予定含む。以下同じ）を実施した企業の割合は、昨年より18.2ポイン
ト低下し36.6％となった。2016年の調査開始以来、右肩上がりであった賃上げ実施率は2018
年から５割を上回り、非正規社員の待遇改善が広がりをみせていたが、その動きは弱まった。
●内訳をみると、「全体的に実施」が18.3％（昨年より－9.5ポイント）、「一部実施」が18.3％
（同－8.7ポイント）と２項目とも低下した。
●業種別では、「賃上げあり」の割合が、製造業（昨年42.2％→今年38.4％）、卸・小売業（昨
年60.4％→今年42.8％）、サービス業（昨年64.7％→今年20.0％）、建設業（昨年80.0％→今
年28.6％）となり、４業種すべてで低下した。ただし、製造業においては20.5％、サービス
業では30.0％が「未定」となっており、先行きが不透明ななか、今回調査（５月）時点では、
状況を見極めていると思われる。
●2020年４月１日に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、大企業で適用となった「同
一労働同一賃金」などの導入について、中小企業では2021年４月１日の適用となっている。
非正規社員の待遇改善が急がれるが、新型コロナウイルスの影響もあり、景気・業績に不安
感を抱く状況で、実現するのは厳しい企業が多いのは明らかである。
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２．非正規社員（パートや契約社員等）の賃上げ
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３-１．正社員の賃上げ額（１人当たりの平均賃上げ額）

●正社員の定期昇給、ベースアップ引き上げ
額は、１千円以上３千円未満が42.7％で最
も多い。
●2019年調査時では、３千円以上が全体の約
６割(59.4％)を占めていたが、2020年には
48.0％となり、引き上げ額は縮小した。

●正社員の賞与・一時金引き上げ額は、１万
円以上３万円未満が36.7％で最も多い。
●2019年調査時では、５万円未満が全体の約
５割(46.3％)を占めていたが、2020年には
３万円未満が５割(50％)となり、引き上げ
額は縮小した。

３-２．非正規社員の賃上げ額（１人当たりの平均賃上げ額）

●非正規社員の時給引き上げ額は、10円以上
30円未満が45.9％で最も多く、30円以上と
回答した企業が全体の約５割(54.0％)を占
めた。
これは、高知県の最低賃金が2019年度ま

で４年連続で20円を超え、30円に迫る引き
上げ額となっており、９月に発表となる
2020年度の引き上げ額を考慮したものと考
えられる。

●また、50円以上が合計24.3％、70円以上が
合計13.5％、となっている。
●非正規社員の賞与・一時金引き上げ額は、
１万円未満が26.9％で最も多かった。
●一方、賞与・一時金の引き上げは実施する
が、引き上げ額が「未定」と回答した企業
が約５割（46.2％）を占めており、今回調
査（５月）時点では、賞与の引き上げ額を
決めかねている企業が多いことがわかった。



●賃上げの理由としては、「社員のモチベーション向上」（62.0％）が最も多かった。
●次いで、「採用・人材の確保」(38.0％)が続く。推移２をみると、人手不足感の高まりを背
景に、上昇する傾向にあったが（2016年9.8％→2017年21.3％→2018年18.6％→2019年
46.5％）、2020年では、割合が低下した。
●今年の賃上げは、新型コロナウイルスの影響もあり、景気の先行きや減収減益による資金繰
りへの危機感が高まるなかでも、社員のモチベーション向上を重視し人材を確保するため、
７割を超える企業が賃上げを実施することがわかった。
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４．賃上げの理由

２ 但し、2016年～2018年までの質問項目は「人手不足のため」。
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計数表

正社員の賃上げ

全 体 製造業 卸・小売業 サービス業 建設業

2019年度
A

2020年度
B B-A 2019年度

A
2020年度

B B-A 2019年度
A

2020年度
B B-A 2019年度

A
2020年度

B B-A 2019年度
A

2020年度
B B-A

定期昇給のみ 42.0 38.3 -3.7 48.1 40.0 -8.1 32.7 34.0 1.3 50.0 44.4 -5.6 40.0 41.7 1.7

ベースアップのみ 10.5 5.7 -4.8 7.4 10.0 2.6 12.7 0.0 -12.7 8.3 7.4 -0.9 20.0 8.3 -11.7

定期昇給、ベースアッ
プの両方 7.7 9.9 2.2 1.9 12.0 10.1 18.2 13.2 -5.0 0.0 3.7 3.7 0.0 0.0 0.0

定期昇給､ベースアッ
プ､賞与・一時金すべて 9.1 5.0 -4.1 16.7 4.0 -12.7 5.5 5.7 0.2 4.2 3.7 -0.5 0.0 8.3 8.3

賞与・一時金のみ 5.6 3.5 -2.1 7.4 2.0 -5.4 0.0 3.8 3.8 8.3 0.0 -8.3 20.0 16.7 -3.3

定期昇給、賞与・一時
金の両方 13.3 9.2 -4.1 13.0 8.0 -5.0 14.5 13.2 -1.3 12.5 7.4 -5.1 10.0 0.0 -10.0

賃上げの予定はない 11.9 20.6 8.7 5.6 16.0 10.4 16.4 22.6 6.2 16.7 22.2 5.5 10.0 25.0 15.0

新
設 その他 0.7 - 0.0 - 0.0 - 3.7 - 0.0 -

新
設 未定 7.1 - 8.0 - 7.5 - 7.4 - 0.0 -

注１：四捨五入の関係で合計が100％とならず、また、文中記載数値とも一致しない場合がある。
注２：有効回答を100とする。

非正規社員の賃上げ

全 体 製造業 卸・小売業 サービス業 建設業

2019年度
A

2020年度
B B-A 2019年度

A
2020年度

B B-A 2019年度
A

2020年度
B B-A 2019年度

A
2020年度

B B-A 2019年度
A

2020年度
B B-A

全体的に実施 27.8 18.3 -9.5 20.0 17.9 -2.1 37.5 20.4 -17.1 17.6 10.0 -7.6 40.0 28.6 -11.4

一部実施 27.0 18.3 -8.7 22.2 20.5 -1.7 22.9 22.4 -0.5 47.1 10.0 -37.1 40.0 0.0 -40.0

賃上げの予定はない 40.9 42.6 1.7 51.1 38.5 -12.6 35.4 42.9 7.5 35.3 45.0 9.7 20.0 57.1 37.1

その他 4.3 2.6 -1.7 6.7 2.6 -4.1 4.2 2.0 -2.2 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0

新
設 未定 18.3 - 20.5 - 12.2 - 30.0 - 14.3 -

賃上げの理由

全 体 製造業 卸・小売業 サービス業 建設業

2019年度
A

2020年度
B B-A 2019年度

A
2020年度

B B-A 2019年度
A

2020年度
B B-A 2019年度

A
2020年度

B B-A 2019年度
A

2020年度
B B-A

採用・人材の確保 46.5 38.0 -8.5 43.1 28.2 -14.9 55.3 41.5 -13.8 30.0 57.9 27.9 55.6 22.2 -33.4

業績の回復・向上 9.4 12.0 2.6 5.9 12.8 6.9 10.6 9.8 -0.8 10.0 10.5 0.5 22.2 22.2 0.0

社員のモチベーション
向上 68.5 62.0 -6.5 66.7 61.5 -5.2 68.1 51.2 -16.9 65.0 84.2 19.2 88.9 66.7 -22.2

世間・業界相場を考慮 27.6 26.9 -0.7 27.5 30.8 3.3 31.9 29.3 -2.6 20.0 15.8 -4.2 22.2 22.2 0.0

注
１

消費税引き上げ等を考
慮 3.9 - 5.9 - 0.0 - 10.0 - 0.0 -

新
設 物価上昇を考慮 10.2 - 12.8 - 9.8 - 10.5 - 0.0 -

その他 2.4 3.7 1.3 2.0 5.1 3.1 0.0 4.9 4.9 10.0 0.0 -10.0 0.0 0.0 0.0

注１：消費増税が行われた2019年度のみの設問。

注１：四捨五入の関係で合計が100％とならず、また、文中記載数値とも一致しない場合がある。
注２：非正規社員の賃上げ構成比に「非正規社員はいない」「無回答」を含めない。2020年度より変更のため、2019

年度分を遡及して訂正した。
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項 目 判 断 主 な 判 断 理 由

個 人 消 費 こ の と こ ろ
持 ち 直 し

５月の「商業動態統計」では、小売業販売額は前月比1.9％増。
足元の状況は、感染症とそれに伴う自粛の影響が残るものもある
が、国内旅行には持ち直しの兆しがみられる。新車販売台数は、
前年比のマイナス幅が半減。

設 備 投 資 こ の と こ ろ
弱 含 ん で い る

機械設備投資の供給側統計である資本財総供給（国内向け出荷及
び輸入）は、このところ弱い動きとなっているものの、ソフトウェ
ア投資は、概ね横這いとなっている。

住 宅 投 資 弱 含 ん で い る 持家の着工は、弱含んでいる。貸家の着工も、弱含んでいる。分
譲住宅の着工も、弱含んでいる。

公 共 投 資 堅 調 に 推 移 ５月の公共工事出来高は、前月比2.3％増。また、６月の公共工
事請負金額は同4.2％増となった。

輸 出 下 げ 止 ま り
つ つ あ る

アジア向けの輸出は、下げ止まりつつある。アメリカ向けは、減
少。ＥＵ向けの輸出は、緩やかに減少している。その他の地域向
けの輸出は、急速に減少している。

輸 入 下げ止まっている アジアからの輸入は、おおむね横這いとなっている。アメリカ及
びＥＵからの輸入は、弱含んでいる。

生 産 活 動 一 部 に 持 ち
直 し の 兆 し

電子部品・デバイスはおおむね横這い。生産用機械は減少、輸送
機械は大幅に減少したが、このところ持ち直しの兆しもみられる。

企 業 収 益 急 速 に 減 少 「法人統計季報」によると、2020年１～３月期の経常利益は、前
年比32.0％減、前期比11.6％減となった。

業 況 判 断 改 善 の 動 き 「景気ウオッチャー調査」(６月調査)の企業動向関連ＤＩによる
と、現状判断及び先行き判断は上昇した。

雇 用 情 勢 弱 い 動 き 雇用情勢は、感染症の影響により、弱い動きとなっている。

物 価 横 這 い 消費者物価の基調を「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」でみ
ると、横這いとなっている。

企 業 倒 産 増 加 倒産は２カ月連続で件数、金額ともに前年同月比増加。とくに、
７月の件数は、847件と２カ月連続で今年最多を更新。

景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
依然として厳しい状況にあるが、このところ持ち直
しの動きがみられる。

資料：内閣府「月例経済報告（2020年７月）」より当研究所作成
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概要（2020年６月）

項 目 判 断 主 な 判 断 理 由

個 人 消 費 一部に弱い動き
があるものの、
持ち直しの動き
が み ら れ る

６月の小売業販売額は、前年比10.4％増と２か月連続で増加。ウェイ
トが高い順にスーパーは、前年対比19.0％増加、コンビニエンススト
アーは、同4.4％減少、家電大型専門店は、同32.2％増加、百貨店は
同12.3％減少した。６月の乗用車・軽乗用車の新規登録・届出台数は
前年比16.4％減と９か月連続減となった。

設 備 投 資 底 堅 く 推 移 四国地域設備投資計画調査（全産業）によると、2020年度は前年比
8.2％増と６か年度連続増。但し、コロナウイルス感染拡大の影響は
見通せず、先行き不透明である。

住 宅 投 資 減 少 の 動 き ６月の新設住宅着工数は、前年比10.0％減と６か月連続で前年を下
回った。

公 共 投 資 弱 い 動 き ６月の公共投資請負金額は、前年比1.4％減となった。但し、年度累
計でも弱い動きで推移している。

生 産 活 動 弱 い 動 き ５月の鉱工業生産指数（季節調整値）は85.1、前月比7.1％減となった。
３か月後方移動平均値も下向いており、弱い動きの推移となっている。

雇 用 情 勢 弱 まっ て い る ６月の有効求人倍率（季節調整値）は1.17倍と、６か月連続の低下と
なり、弱い動きとなっている。

貸 出 残 高 増 加 ６月の国内銀行貸出残高は前年比4.5％増と引き続き増加基調で推移
している。

企 業 倒 産 落ち着いた動き ６月の企業倒産件数は18件（前年同月より２件減）、企業負債総額は
65.6億円（前年比113.7％増）となった。倒産件数は過去10年の６月
単月の比較で５番目、負債総額は同様の比較で２番目に多い。今後の
動向は、予断を許さない状況である。

新型コロナウイルス感染症の影響により、後退して
いる
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2020年６月概況

◆ 高知県の経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、弱い動きが続いている。
◆ 個人消費については、大型小売店(県内百貨店、スーパーなど)の販売は、持ち直しの動き

がみられている。設備投資は横這い、公共投資は増加。住宅投資は弱めの動きが続く。観
光は大幅に減少。雇用は有効求人倍率が大幅に低下。金融機関が企業への積極的な資金繰
り支援を継続していること等が要因で企業倒産件数は、低水準となっている。

◆ 今後３か月程度の見通しについては、新型コロナウイルス感染症の収束が不透明で、予断
を許さない。個人消費、生産、雇用情勢、設備投資、所得等あらゆる面で下押し圧力が強
く、不安定な状態が続くことが想定される。

項 目 判 断 主 な 判 断 理 由

個 人 消 費 一部に持ち
直しの動き

６月の小売業販売額は、コロナ禍による不要不急の外出自粛の動きが
あったものの、一人10万円の特別定額給付金や巣ごもり消費等により、
食料品、家電製品などが堅調に推移し、前年比10.0% 増となった。業
態別ではウェイトが高い順に、百貨店・スーパー（前年比9.6％増）
とドラッグストア（同13.1％増）等が全体を押し上げた。
一方、６月の乗用車・軽乗用車の登録・届出台数は前年比14.8％減と
６か月連続減となった。

設 備 投 資 横 這 い 四国地域設備投資計画調査（全産業）によると、2020年度は前年比
10.9％増であるも、足もとでは横這い。

住 宅 投 資 弱めの動き ６月の新設住宅着工戸数(持家、貸家、分譲)は、前年比18.8％増であ
るが、ウェイトが高い持家は、弱めの動き。

公 共 投 資 増 加 ６月の公共投資請負金額は、県や市町村などの受注額が増加し前年比
10.1％増となった。

生 産 活 動 弱めの動き ５月の鉱工業生産指数（季節調整値）は84.7、前月比14.5％減となっ
た。３か月後方移動平均値でみても、同様に4.7% 減で、弱めの動き
が続いている。

観 光 減 少 ６月の観光施設入込客数は、前年比49.7％減で４か月連続減となった。
また、３カ月後方移動平均でみても同様に減少の動きとなっている。

概要（2020年６月）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、弱い動
きが続いている
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項 目 判 断 主 な 判 断 理 由

雇 用 情 勢 弱 い 動 き ６月の有効求人倍率（季節調整値）は0.92倍となり、６か月連続で低
下し、弱い動きとなっている。

貸 出 残 高 増 加 ６月の金融機関貸出残高は前年比5.8％増と増勢が続く。企業向けや
地公体を中心に前年を上回る。

企 業 倒 産 低 水 準 ６月の企業倒産件数は３件（前年同月より１件増）、負債総額は76百
万円（前年比66.5％減）となった。また、1989年以降の単月としては、
件数・負債総額ともに７番目に少なく、引き続き、落ち着いた動きと
なっている。
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概要（2020年６月）

項 目 判 断 主 な 判 断 理 由

個 人 消 費 大幅に減少した
あ と 持 ち 直 し
の 動 き

６月の小売業販売額は、コロナ禍による不要不急の外出自粛の動きが
影響したが、一方で百貨店、大型店の一部店舗の営業時間が徐々に通
常に戻りつつあるなか、一人10万円の特別定額給付金の支給効果、巣
ごもり消費などもあり、前年比13.2％増となった。同様に業態別では、
ウェイトが高い順に、百貨店・スーパー(前年比21.6％増)とドラッグ
ストア(同9.2％増)等が、全体を牽引した。
一方、６月の乗用車・軽乗用車の新規登録・届出台数は、前年比0.4％
減と３か月連続減。

設 備 投 資 増 加 四国地域設備投資計画調査（全産業）によると、2020年度は前年比
0.1％増と、昨年度からは、伸び率が鈍化。

住 宅 投 資 横 這 い ６月の新設住宅着工数は、分譲が全体を押し上げ前年比7.1％増となっ
た。振れを伴いつつも、横這い圏内の動きである。

公 共 投 資 減 少 ６月の公共投資請負金額は、国や県からの受注額が増加したが、市町
村が減少し、全体では、前年比10.1％減。

生 産 活 動 減 少 ５月の鉱工業生産指数（季節調整値）は88.4、前月比15.2％減となっ
た。また、３か月後方移動平均値でみても、３月指数96.7→４月指数
100.7→５月98.4で推移。２月以降は、新型コロナウイルスの影響な
どから、減少している。

雇 用 情 勢 弱 い 動 き ６月の有効求人倍率（季節調整値）は1.10倍となり、６か月連続低下
している。

貸 出 残 高 増 加 ６月の金融機関貸出残高は前年比3.9％増と引き続き堅調に推移して
いる。

企 業 倒 産 高 水 準 ６月の企業倒産件数は９件（前年同月より５件増）、企業負債総額は
27.7億円（同24.3億円増）となり、6月の倒産件数としては、過去10
年で最多となった。

新型コロナウイルス感染症の影響から、弱い動きが
続いている
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百貨店・スーパー販売状況 （単位：億円、％）

（資料）四国経済産業局注）Xは個別データ秘匿のため公表できない箇所。

高 知 徳 島 香 川 愛 媛 四 国 全 国
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

2010年 27,352 110.4 29,598 107.0 39,217 107.1 44,250 106.3 140,417 107.4 4,212,201 107.4
11年 21,153 77.3 23,296 78.7 31,229 79.6 35,104 79.3 110,782 78.9 3,542,770 83.7
12年 28,851 136.4 30,936 132.8 42,169 135.0 47,094 134.2 149,050 134.5 4,572,313 129.7
13年 27,925 96.8 28,847 93.2 40,672 96.4 45,299 96.2 145,248 97.4 4,562,184 99.8
14年 29,564 102.5 30,621 99.0 44,081 104.5 50,639 107.5 152,205 104.8 4,669,463 103.0
15年 25,794 87.2 26,206 85.6 37,515 85.1 41,713 82.4 131,228 86.2 4,215,798 90.3
16年 23,930 92.8 25,578 97.6 36,111 96.3 41,610 99.8 127,409 97.1 4,146,404 98.4
17年 25,878 108.1 26,777 104.7 38,502 106.6 44,474 106.9 135,631 106.5 4,386,314 105.8
18年 30,070 116.2 31,789 118.7 45,909 119.2 53,259 119.8 161,027 118.7 5,134,931 117.1
19年 25,576 98.8 27,312 102.0 38,640 100.4 44,797 100.7 136,325 100.5 4,301,012 98.1

19年 1月 2,124 103.5 2,277 103.3 3,230 107.0 3,686 100.2 11,317 103.3 342,472 100.9
2 2,512 100.5 2,623 101.2 4,016 104.3 4,129 97.8 13,280 100.9 401,370 99.9
3 3,053 93.8 3,315 95.0 4,771 98.9 5,378 95.8 16,517 96.1 532,496 94.7
4 1,927 98.9 2,192 104.9 2,898 105.0 3,376 103.9 10,393 103.5 314,939 103.3
5 1,974 110.5 2,127 114.9 2,882 106.8 3,496 113.2 10,479 111.2 327,414 106.4
6 2,134 106.0 2,248 107.5 3,163 98.8 3,744 101.7 11,289 102.7 366,971 97.8
7 2,180 108.1 2,440 114.3 3,223 98.5 3,888 103.3 11,731 104.9 379,409 102.9
8 1,855 106.2 2,000 111.2 2,804 108.0 3,373 104.1 10,032 106.9 317,175 104.9
9 2,856 114.5 3,057 123.1 4,275 123.8 4,956 115.8 15,144 119.1 458,850 113.6
10 1,508 78.1 1,501 73.7 2,235 74.3 2,659 72.6 7,903 74.3 259,915 74.9
11 1,677 88.4 1,835 85.0 2,644 87.5 3,143 87.8 9,299 87.2 315,730 88.4
12 1,776 98.9 1,697 86.7 2,499 84.6 2,969 87.7 8,941 88.6 284,271 88.9

20年 1月 1,700 80.0 1,999 87.8 2,746 85.0 3,364 91.3 9,809 86.7 301,188 87.9
2 2,143 85.3 2,357 89.9 3,311 82.4 3,860 93.5 11,671 87.9 362,047 90.2
3 2,991 98.0 3,487 105.2 4,246 89.0 5,162 96.0 15,503 93.9 485,199 91.1
4 1,235 64.1 2,153 98.2 2,137 73.7 2,296 68.0 7,126 68.6 219,229 69.6
5 869 44.0 1,444 67.9 1,551 53.8 1,839 52.6 5,369 51.2 174,402 53.3
6 1,818 92.1 1,802 84.7 2,746 95.3 3,075 88.0 9,441 90.1 174,402 53.3

乗用車新車登録・届出台数(軽乗用車含む) （単位：台、％）

（資料）四国経済産業局

高 知 徳 島 香 川 愛 媛 四 国 全 国
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
既存店 既存店 既存店 既存店 既存店 既存店

2010年 721.4 97.4 96.5 643.1 96.9 96.1 1,605.6 96.5 95.8 2,003.3 97.8 94.7 4,973.5 97.2 95.5 195,791 97.9 97.4
11年 721.8 101.1 99.2 646.9 100.6 X 1,579.5 98.4 97.3 2,041.9 101.3 99.4 4,990.1 100.1 98.6 195,933 99.1 98.2
12年 731.9 101.4 X 674.9 104.3 X 1,549.6 98.1 98.0 2,046.3 100.2 99.8 5,002.7 100.3 98.8 195,916 100.0 99.2
13年 729.5 99.7 99.7 683.9 101.3 101.1 1,605.9 98.6 99.3 2,062.1 99.5 97.7 5,081.3 99.5 98.9 197,774 100.6 99.6
14年 723.6 99.2 99.2 727.5 106.4 99.2 1,607.9 95.8 101.7 2,108.1 101.1 98.1 5,167.1 99.8 99.5 201,946 101.7 100.9
15年 719.6 99.5 99.5 747.9 102.8 100.1 1,553.5 99.6 101.0 2,095.7 100.0 99.5 5,116.3 100.2 100.0 200,487 101.3 100.4
16年 715.2 99.4 99.4 747.3 99.9 97.1 1,524.5 101.0 100.3 2,100.8 100.7 99.1 5,088.0 100.5 99.2 195,948 99.6 99.1
17年 706.0 98.7 98.7 781.5 104.6 97.2 1,502.4 98.5 98.8 2,086.9 99.3 99.5 5,076.6 99.8 98.8 196,030 100.0 100.0
18年 707.8 100.3 99.0 811.4 103.8 98.7 1,515.0 100.8 98.2 2,070.7 99.2 99.9 5,104.9 100.6 99.1 195,992 100.0 99.5
19年 697.4 98.5 97.5 820.8 101.2 97.1 1,517.1 101.0 97.8 2,057.1 99.3 97.7 5,091.7 100.3 97.6 193,915 98.9 98.7

19年 1月 59.4 98.8 96.8 68.6 100.3 95.6 125.8 98.6 94.8 174.1 97.2 97.6 427.9 98.3 96.3 16,322 97.0 96.7
2 50.7 98.2 95.9 59.5 102.5 97.9 110.3 100.3 96.1 144.8 98.4 98.5 365.2 99.6 97.3 14,345 98.5 98.2
3 58.6 99.7 97.5 68.5 103.4 98.8 125.7 102.1 99.0 172.8 100.8 100.3 425.5 101.5 99.3 16,552 101.0 100.6
4 54.8 100.4 98.2 64.7 101.3 97.5 119.2 99.2 97.7 161.9 98.9 98.5 400.7 99.6 98.0 15,351 98.6 98.2
5 56.5 99.2 99.2 66.8 103.2 99.1 125.2 101.2 99.0 166.9 101.4 99.9 415.4 101.3 99.4 15,632 99.8 99.5
6 55.9 99.6 99.6 67.4 102.7 99.0 124.2 102.7 100.5 170.5 104.0 101.5 417.9 102.8 100.5 15,977 99.7 99.5
7 57.4 93.7 93.7 66.9 96.2 94.1 128.8 95.6 93.5 175.7 95.0 92.8 428.7 95.2 93.3 16,242 95.5 95.2
8 59.2 99.4 99.4 70.1 102.2 99.2 130.4 102.3 99.9 172.6 100.4 96.9 432.3 101.1 98.5 15,897 100.9 100.4
9 58.6 107.1 107.1 69.6 108.1 105.8 132.6 112.4 109.9 177.6 112.5 108.9 438.4 111.0 108.4 16,717 110.4 110.0
10 53.0 89.9 89.9 64.6 95.5 89.3 115.4 92.4 90.2 159.4 91.0 88.9 392.4 92.0 89.5 14,577 91.9 91.8
11 56.9 99.5 97.6 69.6 100.1 95.7 123.8 99.2 97.8 166.8 97.9 96.8 417.1 98.9 97.0 16,108 98.0 98.2
12 76.4 98.0 96.7 84.6 99.6 95.0 155.8 97.3 96.8 213.5 96.7 95.5 530.2 97.5 96.0 20,195 97.0 97.0

20年 1月 58.4 98.2 96.6 69.1 100.7 95.8 124.9 99.3 98.7 173.1 99.4 98.2 425.4 99.4 97.7 16,064 98.4 98.6
2 52.7 103.8 98.0 64.4 108.2 101.0 114.1 103.5 102.9 149.9 103.5 102.0 381.0 104.3 102.1 14,389 100.3 100.2
3 59.2 93.7 91.3 76.9 97.7 90.0 145.9 97.3 95.4 170.6 96.1 102.0 452.7 96.4 92.8 16,219 91.2 89.9
4 50.4 85.2 81.8 68.0 91.5 81.6 129.0 90.7 86.4 142.4 84.4 92.6 389.8 87.7 82.8 13,450 81.4 77.9
5 56.9 93.2 90.3 75.4 98.3 88.8 139.1 93.1 89.8 157.5 91.4 88.1 428.9 93.4 89.0 14,529 86.4 83.1
6 61.2 101.6 99.5 82.0 105.8 99.0 149.8 101.0 100.1 178.5 101.4 100.3 471.4 102.0 99.9 16,776 97.6 96.5
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高 知 徳 島 香 川 愛 媛 四 国 全 国
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

2010年 2,680 93.7 3,822 101.3 5,450 92.8 6,517 95.8 18,469 95.7 813,126 103.1
11年 2,807 104.7 3,375 88.3 5,510 101.1 7,262 111.4 18,954 102.6 834,117 102.6
12年 2,761 98.4 3,616 107.1 4,976 90.3 7,535 103.8 18,888 99.7 882,797 105.8
13年 3,612 130.8 4,516 124.9 7,217 145.0 8,613 114.3 23,958 126.8 980,025 111.0
14年 2,706 98.0 4,023 111.3 5,899 118.5 6,937 92.1 19,565 81.7 892,261 91.0
15年 2,734 101.0 3,802 94.5 6,412 108.7 6,817 98.3 19,765 101.0 909,302 102.0
16年 3,098 113.3 4,506 118.5 6,898 107.6 7,278 106.8 21,780 110.2 967,705 106.4
17年 3,326 107.4 4,859 107.8 7,063 102.4 7,696 105.7 22,944 105.3 964,641 99.7
18年 3,288 106.1 4,335 96.2 5,913 85.7 7,178 98.6 20,714 95.1 942,370 97.4
19年 3,310 99.5 4,122 84.8 5,680 80.4 7,756 100.8 20,868 91.0 905,123 93.8

19年 1月 204 87.9 257 78.6 368 85.2 542 114.6 1,371 93.6 67,087 101.1
2 229 176.2 332 108.5 520 140.2 649 113.5 1,730 125.5 71,966 104.2
3 249 106.4 448 123.8 660 112.8 726 138.3 2,083 122.1 76,558 110.0
4 217 97.3 443 165.9 440 101.4 649 119.3 1,749 119.1 79,389 94.3
5 257 101.2 430 118.8 325 93.7 702 100.3 1,714 103.1 72,581 91.3
6 308 85.1 342 85.3 677 137.9 715 100.3 2,042 103.8 81,541 100.3
7 353 97.5 322 85.9 462 98.3 591 107.5 1,728 98.3 79,232 95.9
8 273 103.8 242 57.9 398 87.3 670 144.4 1,583 98.9 76,034 92.9
9 382 143.1 329 82.7 530 85.1 540 76.1 1,781 89.1 77,915 95.1
10 239 64.1 325 76.8 403 71.8 689 104.6 1,656 82.1 77,123 92.6
11 311 109.9 326 84.7 528 67.7 553 82.3 1,718 81.0 73,523 87.3
12 288 94.4 326 104.8 369 101.7 730 122.5 1,713 108.8 72,174 92.1

20年 1月 193 94.6 251 97.7 276 75.0 607 112.0 1,327 96.8 60,341 89.9
2 228 99.6 318 95.8 426 81.9 507 78.1 1,479 85.5 63,105 87.7
3 185 74.3 387 86.4 513 77.7 715 98.5 1,800 86.4 70,729 92.4
4 296 136.4 299 67.5 384 87.3 581 89.5 1,590 90.9 69,162 87.1
5 148 57.6 222 51.6 324 99.7 641 91.3 1,335 77.9 63,682 87.7
6 368 143.2 365 84.9 297 91.4 808 115.1 1,838 107.2 71,101 98.0

新設住宅着工戸数 （単位：戸、％）

（資料）四国経済産業局

高 知 徳 島 香 川 愛 媛 四 国 全 国
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

2010年 127,609 88.7 105,539 92.6 82,114 102.6 135,186 91.6 4,505 92.8 113,626 89.4
11年 115,665 90.6 107,315 101.7 79,909 97.3 125,597 92.9 4,285 95.1 109,755 96.6
12年 131,847 114.0 119,723 111.6 98,111 122.8 140,285 111.7 4,900 114.3 125,423 114.3
13年 152,659 115.8 139,184 116.3 101,092 103.0 162,638 115.9 5,556 129.7 141,492 128.9
14年 152,652 100.0 129,687 93.2 99,849 98.8 155,401 95.6 5,376 96.8 147,942 104.6
15年 150,377 98.5 120,025 92.5 104,308 104.5 166,209 107.0 5,408 100.6 139,365 94.2
16年 159,429 106.0 121,547 101.3 113,963 109.3 153,254 92.2 5,482 101.4 142,743 102.4
17年 152,972 95.9 117,801 96.9 120,870 106.1 136,465 89.0 5,281 96.3 143,691 100.7
18年 156,516 102.3 128,363 109.0 94,111 77.9 136,998 100.4 5,160 97.7 139,209 96.9
19年 182,597 119.4 127,270 108.0 97,887 81.0 190,313 139.5 5,981 113.2 148,383 103.3

19年 1月 6,852 85.4 3,826 45.5 4,860 179.6 8,084 143.2 236 95.3 5,853 95.9
2 16,454 91.8 5,753 72.3 3,047 79.7 13,218 168.0 385 102.4 7,390 120.4
3 15,166 89.4 6,359 49.1 14,435 120.3 26,004 153.3 620 105.3 13,165 103.7
4 16,009 99.3 17,857 115.7 10,989 94.1 14,867 128.0 597 108.9 22,329 102.5
5 17,453 260.6 8,221 129.7 4,554 39.2 14,495 140.2 447 127.9 14,204 110.5
6 15,205 119.9 11,951 130.0 10,607 130.8 15,759 132.1 535 127.7 14,479 101.0
7 21,810 177.5 10,780 97.9 12,913 116.9 18,035 175.3 635 142.4 16,091 128.5
8 14,198 112.1 15,844 111.0 6,309 80.5 14,410 116.7 508 107.7 11,493 102.2
9 16,473 135.4 14,695 97.7 9,540 97.9 20,451 142.9 612 119.3 12,751 104.6
10 18,057 116.2 13,508 124.5 9,324 148.5 20,280 174.7 612 138.1 13,480 105.1
11 15,024 167.2 7,512 101.6 7,636 118.7 13,396 120.5 436 128.4 9,110 111.2
12 9,896 60.0 10,964 115.0 3,673 128.9 11,314 87.3 358 85.7 8,038 96.4

20年 1月 9,302 135.8 6,063 158.5 6,108 125.7 10,072 124.6 315 133.5 6,415 109.6
2 8,376 50.9 6,463 112.3 5,099 167.3 8,238 62.3 282 73.2 6,994 94.6
3 16,161 106.6 9,210 144.8 15,563 107.8 23,588 90.7 645 104.1 14,870 113.0
4 14,449 90.3 25,326 141.8 8,609 78.3 14,246 95.8 626 104.8 23,054 103.2
5 10,170 58.3 5,698 69.3 7,855 172.5 16,510 113.9 626 140.0 13,291 93.6
6 16,461 94.3 10,749 130.8 9,534 209.4 15,735 108.6 528 118.1 16,386 115.4

公共工事保証請負高 ４県（単位：百万円、％） 四国、全国（単位：億円、％）

（資料）西日本建設業保証㈱、四国経済産業局
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高 知 徳 島 香 川 愛 媛 四 国 全 国
件数 負債総額 件数 負債総額 件数 負債総額 件数 負債総額 件数 負債総額 件数 負債総額

前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
2010年 50 7,243 35.6 56 9,582 62.9 75 20,541 1.0 132 29,977 56.5 313 673 22.8 13,321 71,608 103.3
11年 52 9,228 127.4 46 7,811 81.5 77 19,875 96.8 90 28,380 94.7 265 652 96.8 12,734 35,929 50.2
12年 50 6,337 68.7 61 11,648 149.1 70 16,481 82.9 92 28,578 100.7 273 630 96.6 12,124 38,346 106.7
13年 50 10,781 170.1 33 6,683 57.4 50 9,272 56.3 59 12,378 43.3 192 391 62.0 10,855 27,823 72.6
14年 45 6,788 107.1 42 4,797 41.2 45 9,909 60.1 67 28,738 100.6 199 502 71.6 9,731 18,741 67.4
15年 36 8,432 124.2 45 11,109 231.6 51 7,203 72.7 48 9,732 33.9 180 364 72.5 8,812 21,124 112.7
16年 31 4,920 58.3 32 4,972 44.8 40 6,729 93.4 43 16,247 167 146 329 90.3 8,446 20,063 95.0
17年 29 5,565 113.1 34 5,789 116.4 36 6,346 94.3 40 11,449 70.5 139 291 88.6 8,405 31,676 157.9
18年 38 9,986 179.4 33 4,491 77.6 49 13,075 206.0 44 8,266 72.2 164 358 122.9 8,235 14,584 46.9
19年 38 3,142 56.5 43 6,402 110.6 63 10,474 165.0 48 9,511 83.1 192 295 101.3 8,385 14,255 45.0

19年 1月 0 0 - 5 559 87.9 3 168 10.3 4 219 331.8 12 9 20.6 666 1,684 161.1
2 2 150 14.3 3 1,046 2,988.6 4 510 30.2 3 120 75.0 12 18 62.3 589 1,955 217.3
3 6 474 102.6 3 1,023 58.5 9 1,725 86.2 4 586 188.4 22 38 84.2 662 971 73.2
4 2 157 1,570.0 8 1,215 815.4 2 209 10.0 6 2,852 1,426.0 18 44 180.3 645 1,069 112.0
5 1 260 2,600.0 4 123 71.1 5 538 112.6 3 643 86.3 13 16 111.2 695 1,075 102.9
6 2 227 141.9 2 341 524.6 9 1,005 303.6 7 1,496 127.5 20 31 177.5 734 870 39.6
7 4 246 130.9 1 27 10.6 7 2,429 76.1 4 271 64.5 16 30 73.3 802 934 82.9
8 4 316 187.0 2 70 70.0 1 150 154.6 2 1,163 449.0 9 17 271.8 678 871 71.9
9 3 182 123.0 5 535 3,566.7 4 294 104.6 3 346 20.8 15 14 64.3 702 1,130 61.3
10 3 238 34.5 2 130 11.2 10 829 87.5 4 204 88.3 19 14 46.3 780 886 75.3
11 7 545 838.5 3 455 650.0 5 1,873 1,040.6 6 1,553 347.4 21 44 580.8 728 1,241 102.3
12 4 347 7.3 5 878 1,070.7 4 744 496.0 2 58 2.2 15 20 26.7 704 1,569 191.8

20年 1月 5 210 - 4 577 103.2 3 106 63.1 2 140 63.9 14 10 109.2 773 1,247 74.1
2 3 189 126.0 2 320 30.6 7 115 22.5 5 460 383.3 17 11 60.2 651 713 36.5
3 2 130 27.4 11 3,057 298.8 6 360 20.9 3 1,053 179.7 22 46 120.8 740 1,059 109.0
4 6 916 583.4 5 240 19.8 4 2,210 1,057.4 5 1,310 45.9 20 48 108.3 743 1,450 135.6
5 1 28 10.8 4 1,360 1,105.7 4 305 56.7 2 110 17.1 11 18 115.1 314 813 75.7
6 3 76 29.2 9 2,772 2,253.7 2 2,125 395.0 4 1,585 246.5 18 66 422.0 780 1,288 119.9

企業倒産 ４県（単位：百万円、％） 四国、全国（単位：億円、％）

（資料）東京商工リサーチ、四国経済産業局
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2020年 7 月～8月中旬の国内・海外ニュ－スを当社が
まとめたものです。経済日誌（国内・海外）

香港の自治 無力化
中国 国家安全法施行
６月30日、中国の全国人民代表大会(全人代)常

務委員会で162人全員の賛成により、香港での反
体制的な言動を取り締まる「香港国家安全維持
法」が成立し、即日施行された。
1997年に香港が中国に返還された時、高度な自

治を認める「一国二制度」を「50年は変えない」
と約束したが、新法は国家の安全維持を名目に中
国当局が直接、香港を統制することを認めるもの
で、その原則が崩れることとなる。
香港の繁栄を支えてきた自由の基盤が揺らぐこ

とになり、経済への影響も懸念される。
（７月１日）

景気拡大 乏しい実感
71カ月間、政府が後退入り認定
内閣府は2012年12月に始まった景気の拡大面か

ら後退局面への転換点を表す「山」を2018年10月
と認定した。回復局面が71カ月間で、戦後２番目
の長さとなった一方、期間中の経済成長率（平均
年1.1％）の低さは過去の拡大期や他の先進国と
比べて目立っている。2019年後半以降は、消費税
増税にコロナ危機が追い打ちをかけ、厳しさが増
している。

（７月31日）
2020年４～６月米ＧＤＰ32.9％減
史上最大の下落
７月30日、米商務省が発表した2020年４～６月

期の実質国内総生産(ＧＤＰ、季節調整済み)速報
値は、前期比年率換算で32.9％減少した。新型コ
ロナウイルス感染症の拡大に伴う経済停滞が大き
く影響した。比較可能な記録が残る1947年以降で
最大の下落。ＧＤＰの７割を占める個人消費は、
前期比年率換算で34.6％減少し、過去最大の落ち
込み。７～９月期については、プラス成長に転換
する見込みであるが、感染者数の増加に歯止めが
かかっておらず、実現するかどうかは不透明。

（７月31日）

全国人口減 初の50万人超
１億2427万人 11年連続減少
８月５日、総務省は、住民基本台帳に基づく今

年１月１日現在の日本の人口を発表した。日本人
は１億2427万1318人で、前年から50万5046人
（0.4％）減った。人口は、2009年をピークに11年
連続で減少しており、減少幅は過去最大となっ
た。都道府県別に見ると埼玉、千葉がマイナスに
転じ、これまでで最も多い44の道府県で人口が減
少した。人口が増えたのは、東京、神奈川、沖縄
の３都県のみであり、特に東京圏一極集中の傾向
が続いている。

（８月６日）
設備投資９年ぶり減
2020年度大企業 日本政策投資銀行試算
８月５日、日本政策投資銀行は設備投資計画調

査を発表した。2020年度の大企業の国内の設備投
資が前年度実績比5.8％減で、東日本大震災後の
2011年度以来、９年ぶりにマイナスになると予想
した。製造業は5.1％減少、非製造業は6.2％減少
といずれもマイナスを見込む。新型コロナウイル
ス感染拡大を受け、投資を見送る企業が増えたこ
とが影響した。設備投資が減少に転じることで、
日本経済は大きな打撃を受ける可能性がある。

（８月６日）
コロナ
世界の感染者2,000万人超
８月10日（日本時間11日）、米ジョンズ・ホプ

キンス大学の集計で、世界の新型コロナウイルス
の感染者数が累計で2,000万人に達した。米国、
ブラジル、インドの３カ国で世界の半数以上を占
め、６月末に1,000万人を超えてから約１カ月半
で倍増した。
世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス・アダノム

事務局長は世界的脅威になっているとの見方を示
し、国を挙げた対策を求めている。

（８月12日)






